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■ はじめに

１ 点検・評価の趣旨

平成19年６月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され（平成20年４月１日施行）、
各教育委員会は毎年その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その
結果に関する報告書を議会に提出するとともに公表することとされました。
県教育委員会では、本県教育の基本理念や施策の方向性を示した「第２期しまね教育ビジョン21」（平

成26年７月策定）の取組について、総合教育審議会の意見を得て、「教育委員会の点検・評価」を実施
し、本報告書にまとめました。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）」
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）
第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育
長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事
務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点
検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと
もに、公表しなければならない。

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を
有する者の知見の活用を図るものとする。

２ 点検・評価の構成

（１）項目
点検・評価の対象項目を「第２期しまね教育ビジョン21」の施策とし、施策ごとに点検・評価

をします。
（２）特徴的な動き

平成28年度の島根県教育委員会における特徴的な動きを記載します。
（３）取組の基本方針

「第２期しまね教育ビジョン21」の【基本方針】を転載しています。なお、【基本方針】に掲げ
た事項を「実現」することが【成果目標】となります。

（４）平成28年度の取組の概要
平成28年度に実施した主な取組の実施状況、成果等を記載します。

（５）評価、今後の対応
取組の概要や進捗状況を踏まえ、施策の評価、今後の対応を記載します。

（６）その他
この報告書のほか、別途、議会に提出した「予算執行の実績並びに主要施策の成果」のうち該

当部分についても、点検・評価の結果に関する報告書と見なすものとします。
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３ 施策体系表

島根の教育目標 施策番号 施策名
Ⅰ 向かっていく １ （１） 学力の育成

学力 （２） ものづくり活動の推進
（３） 情報教育の推進
（４） 読書活動の推進

Ⅱ 広がっていく ２ （１） 社会性の育成
社会力 （２） コミュニケーション能力の育成

（３） 国際理解教育の推進
（４） ふるさと教育の推進
（５） 学び直しや就労に向けての支援

Ⅲ 高まっていく ３ （１） 心の教育の推進
人間力 （２） 「しまねのふるまい」の推進

（３） 人権教育の推進
（４） いじめ・不登校に対する取組の充実
（５） 文化活動の推進

Ⅳ 島根の教育 ４ （１） キャリア教育の推進
目標を達成する （２） 特別支援教育の推進
ための基盤 （３） 幼児教育の充実

（４） 離島・中山間地域の教育力の確保
（５） 私立学校への支援
（６） 「生きる力」を支える健康づくり
（７） 学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立
（８） 安全・安心な教育環境の整備
（９） 学校・家庭・地域の連携・協力による教育の推進
（10） 社会教育の振興
（11） 生涯・競技スポーツの推進
（12） 文化財の保存・継承と活用
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■ 平成28年度の点検・評価

１ 平成28年度の島根県教育委員会委員の活動状況について

【教育委員会の制度】
①教育委員会の法的位置づけ
○執行機関として法律の定めるところにより普通公共団体に置かねばならない委員会として、教
育委員会があります。（他に選挙管理委員会、人事委員会など）（地方自治法第180条の5）
○都道府県、市町村（中略）に教育委員会を置く。こととされています。（「地方教育行政の組織
及び運営に関する法律」第２条）

○教育委員会は、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編成、教育課程、教科書その他の
教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及
び文化に関する事務を管理し及びこれを執行することとされています。（地方自治法第180条の
8）

②本県教育委員会の組織構成

③教育委員会の役割
○最高意思決定機関

○意思決定方法
「教育委員会会議」で議決、承認します。

○教育長
任期３年
人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する者から、知事が議会の同意を得て任命します。
教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。（会議の主宰者、具体的な事務執行の
責任者事務局の指揮監督者）

○教育委員
任期４年
人格が高潔で、教育、学術及び文化に関して識見を有する者から、知事が議会の同意を得て任
命します。
委員には、保護者である者が含まれるようにしなければならないとされています。
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（１）教育委員会会議の開催状況
島根県教育委員会では、平成28年度に14回の教育委員会会議を開催し、議決事項40件、承認事

項８件、協議事項15件、報告事項109件、その他事項１件について審議を行いました。

（単位：件）
回数 開催年月日 議決 承認 協議 報告 そ の 計 傍聴者

他 （人）
1 平成28年４月21日(木) - 1 2 13 - 16 5
2 平成28年５月20日(金) 1 1 - 5 - 7 5
3 平成28年６月22日(水) 4 - 3 4 1 12 2
4 平成28年７月20日(水) 3 - 1 5 - 9 4
5 平成28年８月22日(月) 4 - 1 8 - 13 6
6 平成28年９月９日(金) 2 1 1 8 - 12 2
7 平成28年10月７日(金) 2 - 12 - 14 3
8 平成28年11月２日(水) 3 - - 9 - 12 2
9 平成28年12月21日(水) 3 4 - 14 - 21 2
10 平成29年１月16日(月) 2 - 2 2 - 6 3
11 平成29年２月14日(火) 1 - 1 11 - 13 2
12 平成29年２月21日(火) 3 - - 5 - 8 4
13 平成29年３月13日(月) 3 1 - 6 - 10 3
14 平成29年３月23日(木) 9 - 4 7 - 20 2

計 40 8 15 109 1 173 45

※ 主な議事
議事 内 容
内容
議決 平成29年度使用県立高等学校･特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針

平成29年度県立高等学校の入学定員
平成29年度島根県公立学校教職員人事異動方針等
島根県指定文化財の指定
島根県高等学校規程・島根県立高等学校通信教育規程・島根県立特別支援教育学校
規程の一部改正

承認 人事委員会の「職員の給与等に関する報告及び勧告」に基づく給与・服務関係条例
等の一部改正

協議 主権者教育の対応
学力育成に向けた市町村教育委員会への通知

報告 平成 29年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験の実施
今後の県立高校の在り方検討委員会
平成 28年度全国学力・学習状況調査
「出雲國たたら風土記」の日本遺産認定
公立学校施設の耐震化の状況
全国高等学校総合文化祭等の成績
平成28年度全国高等学校総合体育大会・全国中学校体育大会の成績
平成28年度島根県学力調査結果概要
平成28年度学校給食の地場産物活用割合（食材仕入れ状況調査結果）
平成29年3月県立高等学校卒業予定者の就職内定状況
平成29年度使用県立高等学校教科用図書の採択結果

協議事項：教育行政に関する重要な事案または将来教育委員会において議決を要する事案で
教育委員の協議を要するもの
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（２）総合教育会議への出席
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」（平成 27年４月１日施行）
に基づき、知事及び教育委員会（教育長及び教育委員）で構成する島根県総合教育会議が平成 27
年度に設置されました。
平成 28年度は１回開催されました。

開催年月日 議題

平成 29年 2月 14日（火）教育の魅力化について

（３）教育現場等の視察
教育現場等の実状を把握することによって、教育課題への認識を深めるとともに、教育委員会

会議における審議に活かすため、学校訪問等の視察を行いました。
今後は、学校の管理職だけでなく、その他の教職員や児童・生徒との意見交換も実施していき

ます。

視察年月日 視察先

平成28年９月27日(火) 宍道高等学校
平成28年10月28日(金) 江津清和養護学校
平成28年11月８日(火) 島根中央高等学校、江津市立津宮小学校
平成28年12月21日(水) 古代出雲歴史博物館

（４）その他の活動
①各種会議への出席
全国都道府県教育委員会連合会、中国五県教育委員会委員全員協議会などに出席し、教育行政

に関する情報収集に努めるとともに、他の都道府県の教育委員との意見交換を行いました。

開催年月日 会議名 開催地

平成28年７月11日(月) 全国都道府県教育委員協議会 茨城県
７月12日(火) 全国都道府県教育委員会連合会総会

平成28年８月30日(火) 中国五県教育委員会委員全員協議会 山口県
８月31日(水)

平成28年10月21日(金) 都道府県・指定都市教育委員研究協議会 東京都
平成29年１月23日(月) 全国都道府県教育委員協議会 東京都

全国都道府県教育委員会連合会総会

②国体選手の激励
７月を国体選手競技力レベルアップ月間と定め、各競技の強化練習会、強化試合の会場を訪問

し、選手の激励を行いました。

激励年月日 競技名 会場
平成28年７月３日(日) ボート 松江市
平成28年７月３日(日) ウエイトリフティング 出雲市
平成28年７月３日(日) ラグビー 江津市
平成28年７月９日(土) なぎなた 出雲市
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２ 平成28年度教育委員会の特徴的な動き

島根県教育委員会が行った平成28年度の取組、事業において、次に記載する特徴的な
動きがありました。

① 県立高等学校入学者選抜制度改革

ビジョン 21の施策番号 １－（１） 学力の育成

１．目的・ねらい
公教育が果たすべき役割を踏まえ、次の考え方に基づき県立高校入試制度の変更を行った。
・高等学校への就学機会を保障するとともに、生徒が主体的に学校選択を実現できること
・高等学校が自校の求める生徒像に適う中学生を求めることができること

２．平成28年度の実施内容
平成29年度入学者選抜において、次のとおり実施した。
(1)選抜の機会
①一般選抜においては志願校を１校とし、第２志望校制度は廃止する。
②一般選抜の出願状況を公表後、１回に限り志願校の変更を認める。
③一般選抜の合格発表後、入学定員に欠員が生じた高等学校では、第２次募集を実施する。
④松江市内の松江北高校、松江南高校、松江東高校の普通科における通学区外からの合格
者数の上限を、５％から20％に拡大する。

(2)検査内容
①一般選抜の学力検査について
・配点は各教科50点満点、５教科合計250点満点とし、思考力・判断力・表現力等を問う問
題を充実させる。

②第２次募集について
・検査内容は当該高等学校長が定める。

３．平成28年度の成果・評価
(1)制度改革に伴う状況
①一般選抜における志願変更については、他校に志願変更した者が45名、同一高校内の他
の学科に志願変更した者が19名、計64名であった。

②第２次募集は35校55学科で行い、14校21学科に合計43人の出願があり、28人が合格した。
③松江北高校及び松江南高校の理数科について、合格者数は松江北高校が28名、松江南
高校が19名と、定員40名を大きく下回った。

(2)中学校、高校への意見聴取
制度改革をして初めての入学者選抜であったため、中学校長会や高等学校長会を通じた

状況把握を行うとともに、各中学校、高等学校担当者からの意見聴取会を開催した。中学校に
おいては、志望校の決定までに学校･学科について熟慮する生徒が増えており、生徒の主体
的な学校選択に繋がっている。

４．今後の課題・対応
入学者選抜制度の大きな方向性として、変更したばかりであるため、平成30年度入学者選抜に

ついては、基本的に平成29年度入学者選抜と同様な方法で実施していく。
入学者選抜に係る事務作業等については、中学校や高校からの意見をもとに修正を加えながら

より良いものにしていく。
今後とも、受験生に不利益が生じないように注視していく。
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② 「学力観」についての議論が深まる

ビジョン 21の施策番号 １－（１） 学力の育成

１．目的・ねらい
平成18年の教育基本法の改正に併せて一部改正された学校教育法において、学力の重要な

要素が、「基礎的・基本的な知識・技能」、「知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思
考力・判断力・表現力等」、「主体的に学習に取り組む態度」の３つであるという考え方が示された。
これを受けて改訂された現行の学習指導要領では、知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力
等の育成のバランスを重視している。そして次期学習指導要領では、どのような資質・能力を身に
つけられるようにするかを教育課程を通して明確にすることが求められている。
県教育委員会の考える「島根の子どもたちに身に付けてもらいたい力」とは、これからの変化の

激しい社会の中で生き抜いていく力、言い換えれば「主体的に課題を見つけ、様々な他者と協働
しながら、定まった答えのない課題にも粘り強く向かっていく力」のことだと考えており、具体的に
は、論理的思考力やコミュニケーション力、感性・情緒といった、「生きる力」を構成する重要な力
を、島根の子どもたちに身に付けてもらいたいと考えている。

２．平成28年度の実施内容
(1)市町村教育長と協議する「学力育成会議」や、各市町村教育委員会学力育成担当者との「学
力育成実務者会議」において、学力観について数度にわたって協議した。
・学力育成会議の開催実績
第１回会議…H28.4.25サンラポーむらくも、市町村教育長会議に引き続き実施
第２回会議…H28.10.11益田合同庁舎、H28.10.12奥出雲町役場横田庁舎、H28.10.14大田

集合庁舎、H28.10.24隠岐合同庁舎、H28.10.26松江合同庁舎の５会場にて、
教育事務所単位で実施

・学力育成実務者会議の開催実績
第１回会議…H28.6.13県教育庁、H28.6.14浜田教育センター
第２回会議…H28.11.2浜田教育センター、H28.11.4島根県教育センター
第３回会議…H28.12.7浜田教育センター、H28.12.8島根県教育センター
第４回会議…H29.2.9島根県教育センター、H29.2.10浜田教育センター
第５回会議…H29.3.22島根県教育センター、H29.3.23浜田教育センター

(2)３月に実施した教育委員会会議で、「島根の子どもたちに身に付けてもらいたい力」として学力
観について共通理解を深めた。

(3)教育委員会会議後、学力観について記載した「今、学校にご理解いただきたいこと」を３月23日
付けで、市町村教育委員会を通じて各学校に配付した。

３．平成28年度の成果・評価
県教育委員会と市町村教育委員会で、学力観について共通認識を深めることができた。
教育施策説明会や県立校長会において、小・中・高校の校長とも学力観について共通認識を

深めることができた。

４．今後の課題・対応
学校現場でも学力観についての共通認識が進み、この学力観に基づいた児童・生徒に身

につけさせたい資質・能力が定着するように、主体的・対話的で深い学びの実現を目指し
た授業改善が進むよう働きかけていく。
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③ 「今後の県立高校の在り方検討委員会」の議論が本格化

ビジョン 21の施策番号 １－（１） 学力の育成
４－（４） 離島・中山間地域の教育力の確保

１．目的・ねらい
平成21年２月に策定した「県立高等学校再編成基本計画」に基づき、学科改編や学級数の見

直しなど実施してきたが、この計画が平成30年度までを対象としたものであること、高校教育を取り
巻く環境や求められる質・役割などが大きく変化してきていることから、今後の県立高校の在り方に
ついて、中長期的な視点で検討する必要が生じてきた。
このため、平成28年４月に「今後の県立高校の在り方検討委員会」を設置し、社会の変化や生

徒のニーズの多様化等に対応した高校教育の在り方について、検討課題を整理し、様々な立場
から多角的に議論を重ねている。

２．平成28年度の実施内容
検討委員会では、社会の変化や生徒のニーズの多様化に対応し、さらに新学習指導要領を踏

まえた、今後10年間にわたる高校教育の理念、育む力、そのための学科構成やカリキュラムなど
の方法論について幅広に議論された。
次期計画の基本理念を探るためのリーディングスタディとして「江津市エリア及び浜田市エリアに

おける県立高校の可能性」の議論をスタートに、「地域資源を活かし、地域活性化にもつながる島
根ならではの高校の魅力化・特色化を進めるための方策」について意見交換を行い、平成28年度
は会議を計９回開催した。
また、議論の参考とするため、９月には浜田市と江津市で地域公聴会を開催し、地域における

高校の存在・役割や石見地域の産業を支える人材の育成、地域産業と学校との連携など高校教
育に対する提言や思いを聞いた。
さらに２月には、飯南高校、島根中央高校を視察し、高校生・教職員・町職員との意見交換を通

して、地域と学校の連携・協働の取組状況、生徒の多様な進路・学習ニーズなどを確認した。

３．平成28年度の成果・評価
(1)第７回（11/10）の会議において、江津市エリア及び浜田市エリアの県立高校の可能性につい
て、
①普通科、専門学科とも、石見部全体での位置づけの中で議論すべき
②時代的な要請、生徒の進路志向、地域ニーズなどを踏まえた議論が必要
③これまでの枠組（工業、商業、農業など）を超えて構想することも必要
④中高一貫など高校教育の新たな枠組についても研究が必要
⑤選択肢を増やすという観点から、新たな学科のカリキュラム研究も必要
と大きく５点に議論をまとめたが、既に整理した検討課題を中心に、学習指導要領も改訂される
ことを踏まえて、今後の島根県の高校教育の方向性について大枠を議論した上で検証し、整合
性を確認してまとめることが必要であるとの点で委員の意見が一致した。
(2)第９回（2/16）の会議では、地域資源を活かし、地域活性化にもつながる島根ならではの高校
の魅力化・特色化を進める上で、
①地元の人たちに支えられた教育
②地域の特性を活かした教育
③人と人との距離感や人間関係を活かした教育
④生徒としっかり向き合える教育
⑤直接体験を活かした教育

の５点について、提言項目として整理していく必要があるとの点で委員の意見が一致した。

４．今後の課題・対応
平成29年度は、「個性に応じた多様な学びが、希望する進路へとつながっていく高校教育を実

現するための方策」を中心に、引き続き会議を６回程度開催し、今年度中には、2020年代の県立
高校の在り方について提言（答申）をいただく予定にしている。この提言（答申）をいただいた後
に、県教育委員会事務局において、2020年代の県立高校の在り方を示す「ビジョン」の策定作業
を進める予定である。
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④ 小中学校における少人数学級編制の完成

ビジョン 21の施策番号 １－（１） 学力の育成

１．目的・ねらい
生活指導と学習指導の両面において児童生徒一人一人に対するきめ細かな指導を行うことによ

り、生活・学習環境を整え、基礎・基本の確実な定着や、個性・能力を伸ばす特色ある教育の充実
を図る。
さらに、教員と児童生徒、児童相互、生徒相互の円滑な人間関係を醸成し、信頼と安らぎのある

学級経営を行い、健やかで豊かな人間性に富む島根の子どもの育成に資する。

２．平成28年度の実施内容
○小学校１学年・２学年
児童数が31人以上の学級となる場合、30人学級編制(※１)又はスクールサポート事業(※２)実
施
※１ 30人学級編制

１学級を30人以下に編制 増学級数分と同数の教員を加配
※２ スクールサポート事業

31人以上の学級に非常勤講師(週25時間×35週)１名を配置
小学校１学年 平成15年度～
小学校２学年 平成16年度～

○小学校3学年～中学校３学年
児童生徒数が36人以上の学級となる場合、35人学級編制(※３)を実施
※３ 35人学級編制

１学級を35人以下に編制 増学級数分と同数の教員を加配
小学校第３・４学年と中学校第１学年 平成26年度～
小学校第５学年と中学校第２学年 平成27年度～
小学校第６学年と中学校第３学年 平成28年度～

小1～中3全ての学年での少人数学級編制完成
【参考】国の学級編制基準（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律）

p小学校第 1学年：35人 p小学校第 2学年～中学校第 3学年：40人

○平成28年度の学年別教員加配状況 ＝ 増加学級数 (単位；人)
小学校 （ ）内はスクールサポート 中学校

第１学年 19(3) 第４学年 16 第１学年 19
第２学年 31(18) 第５学年 17 第２学年 19
第３学年 15 第６学年 17 第３学年 22
小学校計 115人 (スクールサポート 21人) 中学校計 60人

３．平成28年度の成果・評価
○１学級あたりの児童生徒が少人数になったことにより、
・担任教員等が学級内の一人一人の児童生徒と向き合う時間が増え、保護者との連携も円滑
に行えるようになった。
・一人一人の発言する場が増え、グループ活動も活性化してきている。
・実技系の教科で、器具等を用いた学習機会が増えてきている。

○学級数が増えたことにより、同一学年の学級間で集団として高め合うことが増え、担任同士の協
働も図られるようになった。

４．今後の課題・対応
○少人数学級編制については、市町村教育委員会や学校現場から事業継続の強い要望があり、
今後もこうした現場の声に応えていく必要がある。
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⑤ 主権者教育の充実

ビジョン 21の施策番号 ４－（１） キャリア教育の推進

１．目的・ねらい
平成27年６月17日に公職選挙法が改正（平成28年６月19日施行）され、選挙権年齢が満20歳

以上から満18歳以上に引き下げられたことを受け、学校における主権者教育を一層推進すること
が求められている。
その際、政治や選挙に関する知識に加えて、教育基本法第14条第２項に基づき、学校の政治

的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も取り扱い、児童生徒が有権者として自らの
判断で権利を行使することができるよう、模擬選挙や模擬議会など具体的かつ実践的な指導が必
要である。
なお、島根県内で初めて18歳選挙権が適用されたのは、平成28年７月10日の参議院議員選挙

であった。

２．平成28年度の実施内容
・全ての県立学校（特別支援学校高等部含む）で主権者教育の年間指導計画を作成
・県立学校を対象とした主権者教育の実施状況調査
・高等学校ＰＴＡ連合会総会での研修会（各校の校長及びＰＴＡ会長が参加）
・主権者教育担当者を対象とした研修会（講義、演習、協議）
・各学校では選挙管理委員会と連携した出前授業や模擬投票などの実践的な取組が行われ
た。

３．平成28年度の成果・評価
選挙管理委員会等との連携による実践的な取組を通して生徒の政治参加や選挙への意欲が

高まった。

４．今後の課題・対応
・政治的中立性を確保した上での指導の難しさがあるが、文部科学省からの通知や副教材等を
参考にして、各校で適切な指導が行われている。
・住民票を移さず県外に就職、進学した若者が多く、不在者投票の手続きも煩瑣なため棄権する
ケースが多い。選挙管理委員会から啓発チラシが配付され、各校において周知を図っている。
今後とも引き続き指導していきたい。
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⑥ 食の縁結び甲子園全国大会（第１回）の開催

ビジョン 21の施策番号 ４－（１） キャリア教育の推進

１．目的・ねらい
縁結びの地しまねで、各地域の地元食材と島根食材を組み合わせた料理コンテスト及び高校

生同士の交流を「縁結び」ととらえ、高校生の創造力、コミュニケーション力の育成、地域理解と貢
献意欲を育てることを目的に全国大会を開催する。

２．平成28年度の実施内容
○大会概要
・開催日・場所 ： 平成28年11月12日（土）、くにびきメッセ大展示場
・大会テーマ ： 地域を元気にする”お米”を使った縁結びランチ
・大 会 内 容 ： ◇調理の部（50分）

◇プレゼンテーションの部（90分１チーム５分）
◇島根の郷土料理学習会
〈参考〉 11月12日（土）夜 出場チーム交流食事会

11月13日（日）午前 出場チーム体験ツアー（松江コース、出雲
大社コース）

○出場チーム 全国から予選を通過した10チーム（開催県代表：松江農林高校、松江養護学
校）

○審査と結果
・調理の部と料理に込めた縁結びの思いをＰＲするプレゼンテーションの部を合わせた総合
評価により表彰チームを決定。
・優勝：三笠高校（北海道）、準優勝：葛飾ろう学校（東京都）、湯本高校（福島県）

○来場者数 600人
○県内高校生の協力等
・ボランティアスタッフ３校 34人
・郷土料理学習会９校 30人
・石見神楽の演舞１校 20人
・お土産提供及び生産物パネル展示７校
・体験ツアー企画運営１校 14人

○その他
・前年度の中四国大会（プレ大会）から全国大会に移行したため、全国への応募の呼びかけ
を強化した。
・県内の高校生の意識や競技力などの資質を高めるため、9月17日に県大会を実施した。
・観客動員をあげるため、昼食のふるまいなどを実施した。

３．平成28年度の成果・評価
・応募校数78校、応募チーム数136チームとなり、応募数はまずまずの結果となった。
・県予選は、白熱したものとなり、本選に向けての技術力向上にもつながった。
・県外から出場した生徒からは「島根の高校生達からも応援してもらった。」といった声
もあるなど高校生の交流は深まっている。また、一般来場者へのアンケートの結果にお
いて、おおむね好評価をいただくとともに、地域を元気にしようとする高校生の姿に共感し
たという意見を多数もらった。
・大会に応募した高校生たちは、自分が住んでいる地域や島根の食材、文化・歴史などについ
て学び、料理のレシピを構想した。こうした学びを通じ、それぞれの地域に対する理解を深め
るとともに、愛着・誇りを育むことにもつながった。

４．今後の課題・対応
・九州ブロックなどブロックにより応募数の少ないところがあり、次年度以降対策が必要である。
・出場者と同年代の中学生、高校生の来場が少なかった。ある程度、地元高校生を中心とした
動員の検討も含め、対応が必要である。
・しまねの食を発信する絶好の機会であるので、平成29年度より関係機関と連携して実施する
実行委員会方式を採用する。



- 12 -

⑦ 小中学校における特別支援教育の課題の深掘り

ビジョン 21の施策番号 ４－（２） 特別支援教育の推進

１．目的・ねらい
小中学校に対する支援・相談体制を強化することにより、教員の負担軽減と校内の特別支援教

育体制の整備・充実をめざす。
〔背景〕
（１）小中学校において、特別な支援が必要な児童生徒が増加。
（２）発達障がいのある児童生徒が急増しているが、その障がいの特性が多様であるため、個別
の指導・支援に困難が伴う。

（３）多様な個性をもつ児童生徒に応じた個別の指導・支援を行いながら、通常学級や特別支
援学級という学級集団をまとめていく必要があり、教員の負担が大きくなっている。

２．平成28年度の実施内容
・特別支援学校の持つ特別支援教育の専門性を活かし、地域のセンター的機能として保育所、
幼稚園、小中学校等の要請により助言・研修等を実施した。
＊助言･研修等の件数：2,590件（うち小中学校の件数：1130件）
・特別支援教育の支援体制の充実について検討を行った。

３．平成28年度の成果・評価
・センター的機能の活用が定着し、地域への相談・支援体制が確立することで、各地域での困
難事例の解消を図ることができた。

４．今後の課題・対応
（１）特別支援教育「支援専任教員」の配置
・平成29年度から、特別支援教育に精通した小中学校等の教員を「支援専任教員」として各
教育事務所に配置し、小中学校現場からの学習指導や学級経営等に関する相談に対し
て、迅速に指導・助言し、機動的な支援を行う。

（２）「センター的機能」の強化
・従来から実施している特別支援学校の「センター的機能」を強化し、小中学校からの相談、
特に児童生徒の障がいの実態を踏まえた個別の指導・支援方法に関する専門的な相談に
対する支援を充実させるため、平成29年度から、非常勤代替講師を配置する。



- 13 -

⑧ 医療的ケアを必要とする児童生徒等の教育の充実

ビジョン 21の施策番号 ４－（２） 特別支援教育の推進

１．目的・ねらい
医療的ケアを必要とする児童生徒等への対応については、平成16年度に策定した「島根県医

療的ケア実施体制ガイドライン」に基づき、学校看護師の配置や医療的ケアの実施体制など、学
校内での安全な医療的ケアの実施に取り組んできたが、新たなガイドラインの検討を進め、医
療的ケア実施体制の強化・充実を図ることとした。
〔背景〕
(1)社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、一定の研修を受けた教員が限定解除され
た医療行為を行うことができるようになった。

(2)インクルーシブ教育システムが推進される中、特別支援学校以外の学校にも医療的ケアを必
要とする児童生徒等が増えていくことが想定される。

(3)障害者差別解消法が施行され、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が義務付
けられた。

(4)高度な医療行為や、一人で複数の医療的ケアを必要とする児童生徒等が増えてきた。

２．平成28年度の実施内容
「島根県医療的ケア実施体制ガイドライン」の見直しに着手し、3月に「島根県立学校における

医療的ケア実施体制ガイドライン」を策定した。ガイドラインの策定の経緯と要点は、以下のとお
り。
〔経緯〕
(1)平成28年9月 第1回「医療的ケアガイドライン改定委員会」（有識者会議）
(2)平成29年2月 第2回「医療的ケアガイドライン改定委員会」（有識者会議）
(3)平成29年3月 「島根県立学校における医療的ケア実施体制ガイドライン」策定
〔ガイドラインの要点〕
(1)学校看護師の複数配置
・日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒等が在籍する学校には複数配置

(2)県運営協議会の設置
・医療的ケア実施体制整備に関して、学校に対し指導・助言を行うため設置

(2)高度な医療的ケアについて新たに記述
・学校及び保護者の信頼関係構築と早期相談の重要性
・県教育委員会は、学校だけでは解決できない課題について指導・助言

３．平成28年度の成果・評価
日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒等が在籍する学校には、学校看護師を複数配置

し、指導・助言体制を強化した。

４．今後の課題・対応
学識経験者、医療・保健・福祉関係者及び学校関係者による「島根県立学校医療的ケアの実

施体制整備に関する運営協議会」を効果的に活用しながら、医療的ケアを必要とする児童生徒等
の健康と安全を確保しつつ、自立と社会参加に向けた教育が充実するよう、学校だけでは解決で
きない課題について指導・助言等の支援をしていく。



- 14 -

⑨ 「教育の魅力化」の議論が加速

ビジョン 21の施策番号 ４－（４） 離島・中山間地域の教育力の確保

１．目的・ねらい
これまで離島・中山間地域の８校で取り組んできた「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事

業」において、県外からの入学生増加、学校と地域との交流、学校・地域の活性化など様々な成
果が得られた。
また、「地域の拠点としての学校を地域が協力して支えていく」という考え方が、これまで地域と

距離感のあった高等学校に対しても定着しつつある。
こうした成果を踏まえ、高校だけでなく、幼稚園・保育所から小学校・中学校・特別支援学校等

も含めて魅力ある教育環境をつくり、次代を担う人づくりと新たな人の流れを創出する魅力的な地
域づくりを推進する。

２．平成28年度の実施内容
(1)「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業」において、Ⅰ期校５校（横田・飯南・吉賀
・津和野・隠岐島前）は、３年間の延長事業（第２ステージ）の最終年度を、Ⅱ期校３
校（島根中央・矢上、隠岐）は２年目を迎え、地域と連携した特色ある教育の展開に取
り組んだ。
・魅力化８校の県外入学生の推移 H22：17名⇒H29：115名

（県立高校全体 H22：54名⇒H29：184名）
(2)事業の推進を図るため、事業に関わる教職員、コーディネーター、町村の関係者を対象
にした研修会を開催した。また、事業の成果について情報共有を図り、次年度の事業改
善を図るため、事業報告会を開催した。

(3)地域振興部等とも連携し、これまでの事業成果を踏まえた今後の事業の在り方の検討や
市町村における教育魅力化の取組を支援した。

(4)平成29年度より中山間地域・離島の意欲ある市町村とともに高校魅力化に取り組む対象高校
を拡大するとともに、小中学校から高校、特別支援学校までを貫いて、一体的・系統的に「教育
の魅力化」に取り組む中山間地域・離島の市町村に対する財政支援方策を検討した。検討にあ
たり、各市町村、市町村教育委員会などと意見交換を行った。
○意見交換実施実績
・各教育事務所管内市町村説明会（5会場） H28.10月
・H29当初予算編成にかかる説明会（松江・浜田・隠岐） H28.11月
・中山間地域・離島の県立高校、市町村等への訪問 H29．3月～4月
・市町村教育委員会担当者会議（松江・浜田） H29.4.12、14
・市町村教育長会議 H29.4.27

３．平成28年度の成果・評価
・市町村との意見交換、地域振興部等との議論等を踏まえ、「教育魅力化推進事業」の具
体的な財政支援スキームを構築した。
・「教育の魅力化」に関心を持つ高校・市町村が連携して協議するための会議を設置する等、
具体的な取組にむけ議論が活発化した。

４．今後の課題・対応
・今後も、引き続き、県教育委員会と市町村との「教育の魅力化」の推進に向けた意見交換の
場を設け、市町村の取組を支援するとともに、「教育の魅力化」の原動力となる教職員等に対
する研修等の実施を通じて、「教育の魅力化」の取組を加速していく。
・これから「教育魅力化」を進めていく市町村においては、目指す「教育の魅力化」のビジョンや
その手法について、地域の中で協議を重ねながら、事業を構築していく必要がある。
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⑩ 全国高等学校総合体育大会中国ブロック大会の開催

ビジョン 21の施策番号 ４－（11） 生涯・競技スポーツの推進

１．目的・ねらい
全国高等学校総合体育大会は、教育活動の一環として高校生に広くスポーツ実践の機会を与

え、技能の向上とスポーツ精神の高揚を図るとともに、「高校生活動」も含め生徒相互の親睦を深
め心身ともに健全な青少年を育成することを目的として開催され、平成23年度から全国を９ブロッ
クに分け、ブロックごとの輪番による広域開催となっている。

２．平成28年度の実施内容
○大会概要
・開催期間 ： 平成28年7月28日（木）～8月20日（土）
・開催場所 ： 中国５県
・大会愛称 ： 2016 情熱疾走 中国総体
・大会スローガン ： 美しく咲け 君の笑顔と努力の華
・県内での開催種目等（４競技５種目）
◇体操競技 ： 島根県立体育館、8月2日（火）～8月5日（金）
◇新 体 操 ： 松江市総合体育館、8月9日（火）～8月11日（木）
◇柔 道 ： 島根県立浜山体育館、7月30日（土）～8月3日（水）
◇ボ ー ト ： 島根県さくらおろち湖ボート競技施設、7月28日（木）～8月1日（月）
◇テ ニ ス ： 松江市営庭球場、安来運動公園庭球場、8月1日（月）～8月8日（月）

○大会開催に向けた取組
・平成22年に県内開催競技種目を決定、平成27年４月には島根県実行委員会を設立、その
後開催市町ごとに地区実行委員会が設立された。
・それぞれの実行委員会で、大会を支える組織や施設等、人的・物的資源を最大限に有効
活用し、簡素で効率的な、更には人と環境に優しいクリーンな大会運営に努めた。
・平成27年に開催地域ごとに「高校生活動地区推進委員会」を設置し、各種PR活動や記念
品製作に取り組んだ。これは、高校生の積極的な活動をとおして、豊かな人間性や社会性
を育み、地域の未来を担う人材を育成し、大会に出場する高校生はもとより、企画・運営で
関わる高校生の一人一人が目標に向かって粘り強く取り組み、それぞれの場面で「高校生
が輝く」大会を目指したことによるものである。

３．平成28年度の成果・評価
○競技成績
・テニス・カヌー・陸上競技での優勝を含め、28種目での入賞を果たし、過去最高の入賞数を
獲得するなど、高校生アスリートが見事な活躍を見せた。

○高校生活動
・大会を支えるため、広報活動をはじめ、歓迎プランターやのぼり旗の設置、会場案内など、
大会運営スタッフとしてはもちろんのこと、アトラクションや美化活動にも役割を担い、島根県
らしい「おもてなし」で大会を盛り上げ、他県からの参加者、視察者等からも高い評価を得た。

４．今後の課題・対応
優秀な競技成績を収めることができたのは、「特別体育専任教員」や「スポーツ推進教員」、「地

域スポーツ指導者」による日々の指導や練習が実を結んだ結果である。今後も継続した指導がで
きるよう指導体制の充実を図るとともに、重点校の指定も含め、全国レベルで活躍する選手の育成
環境を整えていきたい。
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３ 「第２期しまね教育ビジョン21」取組状況の点検・評価

Ⅰ 教育目標「向かっていく学力」関連

１－（１）学力の育成

【基本方針】
①学校・家庭・地域での学力観の共有
学力（学ぶ力・学んだ力）とは何かという学力観についてわかりやすい形にまとめ、学校・家庭・
地域で共有し、教職員・子どもたち・保護者が共通認識を持って行動することができるよう取り組
みます。
②学ぶ力・学んだ力を高める授業の推進
小学校段階から、学力の基盤となる言語に関する能力をはじめとした基礎・基本の定着を図るなど、
「学んだ力（知識や技能などを身に付けたり、それらを活用したりする力）」を高めるとともに、「学
ぶ力（主体的に学び、向上しようとする力）」を高める授業の工夫・改善を推進します。
③学力調査結果の分析に基づく授業の改善
学校における学力育成策の立案にあたっては、計画、実行だけでなく、その前後の学力調査結果な
どのデータ分析や検証まで含めたＰＤＣＡサイクルとなるようにし、授業の改善に取り組みます。
④教員の指導力向上のための指導・研修の充実
教員の指導力向上のための指導と研修を抜本的に見直し、効果測定を必ず行うなどＰＤＣＡサイク
ルを確立することにより、指導・研修が学校教育の一層の充実につながるよう取り組みます。
⑤家庭学習の充実に向けた取組の推進
家庭学習の必要性やあり方について家庭に対して積極的に情報提供し、情報共有と相互理解の上、
基本的生活習慣の定着や家庭学習の習慣化を図ることを通して、家庭学習の充実につながるよう取
り組みます。
⑥学校のマネジメント力の向上
集中して授業に取り組める良好な教育環境の整備、保護者との信頼関係の構築、学校種間の連携の
推進などを実現するための学校のマネジメント力を高めます。

①学校・家庭・地域での学力観の共有〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・「第２期しまね教育ビジョン21」で示される学力 ・プランに基づく取組や家庭の役割などについ
や「しまねの学力育成推進プラン」に基づく取 て家庭や地域に発信することを通して、学力
組を教育情報紙にまとめ、家庭向けページも 育成についての家庭や地域での理解が進ん
作成して学校に発信した。「島根の子どもたち だ。
に身に付けさせたい力」を 、 3月 23日付けで 【今後の対応】
「今、学校にご理解いただきたいこと」という文 ・今後も、引き続きプランに基づく取組につい
書で各学校に通知した。 て学校などを通じて家庭や地域に発信してい
〔取組の対象：全校種の保護者〕 く。また、平成29年度より稼働する 「しまねの
・保護者や地域住民を評価委員とする学校評 教育情報Web（エイオス）」を活用して、プラン
価をすべての学校で実施しており、学力観や に基づく取組等を直接、家庭や地域に向けて
学校での学力育成に関する取組について理 発信していく。
解を図った。
〔取組の対象：全校種の保護者、地域住民〕
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②学ぶ力・学んだ力を高める授業の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・言語活動の充実や目標を明確にした授業、授 ・すべての小学校の管理職及び学力育成の
業の振り返りの徹底等、学習意欲の向上や学 中心となる教員を対象にした研修の実施によ
習内容の定着に効果がある授業の在り方につ り、学校全体として組織的に授業改善に取り
いて研修を実施した。また、県内８校の算数授 組む意欲を高めることができた。
業改善推進校による公開授業を活用して、子 ・小学校６年生の算数の勉強が好きな割合が
どもが主体的に学習に取り組む授業づくりを県 全国平均と比べて低い状況が続いており、算
内に広げつつある。 数授業改善推進校事業をより一層進めていく
〔取組の対象：小・中学校の教員〕 必要がある。
・教科リーダー教員を４教科５名指定して授業 ・教科リーダーの指導力を向上させるとともに、
力の向上に努めるとともに新たに拠点校リーダ 拠点校において組織的な取組を行い、学校
ー教員を２校６名指定し、学校全体の授業改 全体で授業改善を果たすことができた。
善に取り組んだ。 【今後の対応】
〔取組の対象：高校の教員〕 ・県内８小学校での算数授業改善推進校の取

組をリーダーから校内全体に、そして近隣の
小学校や中学校へと広げていき、学習意欲
などの学ぶ力を育む授業改善を充実させて
いく。
・高校においては、拠点校による組織的な取
組を拡大し、学校全体で授業改善や評価の
工夫、教育課程の研究等に取り組み、その成
果を普及していく。

③学力調査結果の分析に基づく授業の改善〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・全国学力・学習状況調査の活用が進むよう、 ・全国学力・学習状況調査に関する研修会を、
各学校が結果を分析・活用するための分析シ 管理職も対象としたことによって、全国学力調
ートを提供した。自校の課題を把握し、個別の 査の自校の分析結果を教育活動の改善に活
指導にあたることを推奨した。 用した学校が増えた。
〔取組の対象：小・中学校の教員〕 【今後の対応】
・学校全体で授業改善が進むように、小学校の ・全国学力調査と県学力調査を活用し、ＰＤＣ
管理職及び学力育成リーダーを対象にした研 Ａサイクルが回せるように、より一層、各学校
修を実施し、チーム学校として組織的に授業 が学校全体で組織的に授業改善に取り組む
改善を図った。 よう促していく。
〔取組の対象：小学校の管理職・教員〕

④教員の指導力向上のための指導・研修の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・教育センターにおける研修や各学校での校内 ・教員研修については、学校における校内研
研修の充実のために研修を精選・重点化し、 修の時間を確保できるように改善できた。ま
教育センターや教育事務所から学校へ出向い た、管理職及び担当教員を対象とした研修の
て行う研修や校内研修の支援に力を入れた。 実施により、学校全体で組織的に教育活動を
〔取組の対象：全校種の教員〕 改善することにつなげることができた。
・学校訪問指導について、単発型の学校訪問 【今後の対応】
に加え、学校の主体的な取組を支援するため ・伝達型の研修だけでなく、参加型の研修の
の継続型の学校訪問を実施した。 充実を一層図るとともに、各学校での校内研
〔取組の対象：全校種の教員〕 修の支援を充実させていく。
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⑤家庭学習の充実に向けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・授業の補充や家庭での学習に使える算数のプ ・小学校において、児童一人一人の課題に応
リントを小学校に配信し、家庭学習等に活用し じたプリントを提供し、各学校において学習
た。 習慣の確立を図る取組が進んだ。
〔取組の対象：小学校の児童〕 ・中学校３年生の家庭学習には引き続き大きな
・中学校長を対象に全国学力・学習状況調査の 課題があるため、各中学校における家庭学習
結果分析説明会を実施し、中学校における家 の充実のための取組について、中学校長によ
庭学習の充実のための方法について協議し る情報交換を実施するとともに、教育情報
た。 紙でも家庭学習充実のための取組の好事例
〔取組の対象：中学校の管理職〕 を発信することで、各学校で家庭学習の充実

が図られた。
【今後の対応】
・中学生の家庭学習の充実に向けて、授業と
家庭学習が一体化するような家庭学習の課
題を提示する工夫等を、各学校が協議する
場を設ける。
・家庭学習の充実に向けた啓発記事を教育情
報紙やしまねの教育情報Web等さまざまな場
で発信していく。

⑥学校のマネジメント力の向上〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・「学校管理職等育成プログラム」に沿い、学校 ・管理職だけでなく全ての教職員が、学校マネ
マネジメントを中心とした管理職研修を実施し ジメントを意識して教育活動に取り組む必要
た。 があるという意識が高まった。
〔取組の対象：全校種の教員〕 【今後の対応】
・ミドルリーダー宿泊研修や主任等研修におい ・マネジメントに関する様々な研修により、多く
てマネジメント力育成に関わる内容を強化し の教職員の意識を高めるとともに、研修の質
た。 を向上させる。また、新学習指導要領の実施
〔取組の対象：全校種の教員〕 に向けて、カリキュラム・マネジメントに関する
・新任教職員研修、６年目研修、11年目研修に 研修をこれまで以上に充実させる必要があ
おいて段階的に学校マネジメント研修を実施 る。
した。
〔取組の対象：全校種の教員〕

※「学力の育成」に関する次の項目については、「平成28年度教育委員会の特徴的な動き」として記載しまし
た。
○県立高等学校入学者選抜制度改革：６ページ
○「学力観」についての議論が深まる：７ページ
○「今後の県立高校の在り方検討委員会」の議論が本格化：８ページ
○小中学校における少人数学級編成の完成：９ページ

【総合評価】
学力の育成については、市町村教育委員会と連携・協働することで、学力育成推進

プランの３つの柱（「授業の質の向上」、「家庭学習の充実」、「学校マネジメントの強化」）
に基づく取組を推進していく必要がある。
学力調査の自校の分析結果を活用したチーム学校としての組織的な教育活動の改善

は、定着しつつある。この動きが確実なものとなるように、研修等の充実を一層図っ
ていく必要がある。
中学校における「家庭学習の充実」に関する課題については、各学校での取組の好

事例を発信し、お互いが情報交換できる場を設定するなどの改善を図っていく。
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１－（２）ものづくり活動の推進

【基本方針】
①小・中学校におけるものづくり活動の推進
ものづくりの楽しさや喜びを体験させる中で、技術に関する理解を深め、技術を適切に活用できる能力や実
践的な態度の育成に取り組みます。
②専門高校における産業人材の育成
本県のものづくり産業を担う人材を育成するため、専門高校を中心に、高等学校でのものづくり教育を推進
します。また、技術の高度化の進行に対応するために、より専門的な知識や技能を持つ人材の育成に取り組
みます。

①小・中学校におけるものづくり活動の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・社団法人島根県建設業組合連合会の協力によ ・小中学生がものづくりの楽しさを体験し、地
り、小・中学校でものづくり教室を実施した。 域産業への理解を深めることができた。
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒〕 【今後の対応】
・島根県技術・家庭科研究会の主催する中学生 ・地域の団体、教育研究会と連携を深め、も
ものづくり競技大会を後援するなど、生徒のも のづくり活動の推進を図っていく。
のづくり活動への参加を促進した。
〔取組の対象：中学校の生徒〕

②専門高校における産業人材の育成〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・生徒が地域や地元企業と連携し、課題解決学 ・本事業の実施により、地元企業との連携が
習に取り組む「産学官連携による課題研究事 進み、生徒の専門知識や技術の習得を図る
業」を、専門高校を対象として実施した。（実績 ことができた。
：15校、63テーマ） 【今後の対応】
〔取組の対象：高校の生徒〕 ・地元企業との連携を一層強化し、地域産業

を支える人材の育成を図る。

【総合評価】
各校種において、地元企業・団体等と連携が進むことにより地域理解が進むととも

に、勤労観・職業観の育成につながってきている。

１－（３）情報教育の推進

【基本方針】
①調べ学習やＩＣＴ機器を活用した授業等による情報活用能力の育成
学校図書館を活用した調べ学習やＩＣＴ機器を活用した授業等を通して、情報を活用する力を育みます。ま
た、インターネット等を活用し、全世界とつながり、国内外の多様な人々との交流を図る学校活動を展開しま
す。
②教員の情報活用能力の向上
学校の情報化の基盤となる教員の情報リテラシー及びＩＣＴ機器の活用能力を向上させる研修の充実を図り
ます。
③情報モラルの育成と保護者への啓発の推進
情報化の弊害について、学校、家庭や警察などが連携し、小学校の早い段階から子どもたちに対して危険
性の周知や情報モラルの育成に取り組むとともに、保護者への啓発などを行います。
④インターネット利用上の課題に対応するネットパトロールの実施
インターネット上の掲示板、ＳＮＳ等における誹謗中傷やいじめ等の課題に対応するため、引き続きネットパト
ロールを行います。
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①調べ学習やＩＣＴ機器を活用した授業等による情報活用能力の育成〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・児童生徒の情報活用能力を高める「しまね調 ・学校図書館を活用した調べ学習は、学校現
べ学習プレゼンテーションコンテスト」を実施 場で浸透してきている。各教科等において
し、小中高18名が予選に参加し、本選会で9人 図書館を活用した授業が行われており、児
がプレゼンテーションを行った。本選会の様子 童生徒の情報活用能力の伸長や教職員の
をポスターにまとめ、県内に配付し普及を図っ 学校図書館活用教育への理解の深化など
た。 の成果が見られる。

〔取組の対象：小･中･高校･特別支援学校の児童 【今後の対応】
・生徒〕 ・研修会や公開授業等を通して、学校図書館

活用教育研究事業における研究成果を広く
公開し、引き続き学校図書館活用教育の普
及に努め、児童生徒の情報活用能力及び
思考力・判断力・表現力の育成を図ってい
く。
・「しまねプレゼンテーションコンテスト」につ
いては、校内外における発表の機会も増え、
当初の目的を達成したと判断し、平成28年
度をもって事業を終了した。

②教員の情報活用能力の向上〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・県教育センターにおいて、教員を対象とした情 ・H27「学校における教育の情報化の実態等
報活用能力向上研修の質の向上を図った。 に関する調査では、「教材研究などにＩＣＴ
〔取組の対象：全校種の教員〕 を活用する能力」が79.6％（全国平均83.2

％）、「児童・生徒のＩＣＴ活用を指導する能
力」が59.8％（全国平均66.2％）となってお
り、いずれも全国平均を下回っている。引き
続き研修の充実を図る必要がある。
【今後の対応】
・県教育センターの出前講座の内容の充実を
図るとともに、学校のニーズに応えた情報活
用能力向上研修の充実を図る。

③情報モラルの育成と保護者への啓発の推進
〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・児童生徒のインターネットの利用実態を把握す ・はめ込み型コンテンツを提供することで、学
るためのアンケート調査を実施した。 校独自の文書に挿入できるようになり、啓発
・児童生徒の実態を踏まえ、保護者向けの情報 への取り組みを推進することができた。
モラル教育啓発資料（定期リーフレットや各学 【今後の対応】
校ごとで活用できるプリントはめ込み型コンテン ・今まで作成してきた啓発資料をまとめて学
ツ）を作成し、県内すべての学校に提供した。 校に提供することで、適宜現場の実情に応
〔取組の対象：小･中･高校･特別支援学校の児童 じて、利用できるようにし、情報モラル教育
・生徒〕 について一層の推進を図る。
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〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・メディアの専門家が学校へ出向き、子どもや ・メディア使用について、子どもが自己決定し、
保護者、教職員に過度なメディア接触による 行動選択することの重要性の啓発に努めた
健康被害等の実態や対策について講義・授業 が、携帯電話やスマートフォンを平日１日１時
を行った。 間以上使っている児童生徒の割合は減少し
○メディア専門家派遣校 なかった。（小学６年：前年度比1.6％増。中
平成26年度：61校、平成27年度：71校、 学２年：前年度比2.9％増）
平成28年度：62校 ・幼少期からのメディア接触が、成長発達に及

・専門家のネットワークづくりを進め、関係部局 ぼす影響について、保護者への啓発が十分
と連携しながら、各学校の状況に配慮して講 できなかった。
師を派遣した。 ・メディア接触の問題について、広く県民が課
〔取組の対象：幼稚園、小・中・高校・特別支援 題意識を共有できるような展開のあり方につ
学校の園児・児童・生徒・保護者、教員〕 いて検討していく必要がある。

【今後の対応】
・ メデ ィアへ専門家派遣事業の充実のため
に、中央から講師を招き、「子どもと、メディア
講演会」を実施する。
・メディア専門家派遣事業を幼稚園、認定子
ども園、保育園に広げ、遊びを通した体づくり
など、メディア接触に代わる時間の過ごし方
を提案していく。

④インターネット利用上の課題に対応するネットパトロールの実施〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・小・中学校、高校、特別支援学校の定期検索、 ・28年度の検知件数は933件で27年度の
定点監視、特別調査対応を実施した。 2,664件から大きく減少した。ネットパトロール
・情報モラル教育啓発資料（定期リーフレット・プ 事業を通じた、各校での情報モラル教育の
リントはめ込み型コンテンツ）を作成・提供した。 啓発への取り組み活動が検知件数減の一
・各校における情報モラル教育研修を実施する 因であり、一定の成果をあげた。
ための研修講師の育成を目的とした「研修講師 ・検知件数減の一因としては、SNSに公開制
養成講座」を県内５カ所で実施し、生徒向け及 限をかけて利用するようになってきているこ
び保護者向け啓発資料を作成・提供した。 ともあげられる。
〔取組の対象：小･中･高校･特別支援学校の児童 【今後の対応】
・生徒〕 ・一定の成果があったことから、総合的に判

断し、28年度をもってネットパトロール事業
を終了することとしたが、啓発チラシの配布
や指導用教材の提供を行い、各学校での指
導が充実するよう支援する。

【総合評価】
情報活用能力の育成が一部では進みつつあるが、その成果の県内普及を図っていくこ

と、教員の情報活用能力をさらに向上させることが必要である。また、情報モラルの育
成や保護者への啓発の推進についても、引き続き推進していく必要がある。
小学校就学前の幼児とその保護者に対してメディアとの上手な付き合い方を啓発して

いくことが必要である。
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１－（４）読書活動の推進

【基本方針】
①読書習慣の確立に向けた取組の推進
学校・家庭・地域において、子どもたちが本に親しみ、読書の楽しさを感じることができる活動・
機会を充実させるとともに、子どもたちの読書活動を支える人材や環境を整えるなど、読書習慣の
確立に向けた取組を推進します。
②学校図書館の充実・活用の推進
県立学校や市町村における学校司書等の配置の促進により、「人のいる学校図書館」の環境を整える
とともに、地域のボランティア等の協力を得て学校における読み聞かせの取組を推進します。
③学校図書館を活用した情報活用能力の育成
学校図書館を各教科等で活用することを通して、情報を適切に活用して思考・判断・表現する力を
育成します。

①読書習慣の確立に向けた取組の推進〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・ 「子ども読書県しまね」の実現に向け、各市町 ・しまね子ども読書フェスティバルでは、各公
村教育委員会及び公共図書館等に企画公募 共図書館等が主体となり、読書ボランティア
し、県内２箇所でしまね子ども読書フェスティバ によるブックトークや地元にゆかりのある本
ルを開催した。 を題材としたブックカフェなどの活動が行わ
・未就学児の読書習慣の定着を目指し、県立図 れ、子ども読書活動の普及・啓発を図ること
書館に配備し、全市町村に寄託している「しま ができた。
ね子育て絵本」について、引き続き、幼稚園、 ・親子読書アドバイザーによる読書普及活動
保育所、その他未就学児が集まる施設等で活 を通して、未就学児の読書普及が進んでい
用した。 る。
・平成29年４月調査では「しまね子育て絵本」は、 【今後の対応】
ほぼ100％の幼稚園や保育所に周知が図られ、 ・今後も、これらの活動を通し、各地域での子
約43％の幼稚園や保育所が利用している。 ども読書活動がより推進されるよう、取組を
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の児 促すとともに支援をしていく。
童・生徒〕

②学校図書館の充実・活用の推進
〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・県内全小中学校の学校図書館を「人のいる学 ・公立小中学校では学校司書等がすべての学
校図書館」にするために学校司書等配置事業 校に配置され、勤務時間も徐々に長くなり有
を実施し、各市町村に対して財政支援を行っ 効に活用されている。
た。 ・11学級以下の学校における司書教諭の発令
〔取組の対象：市町村〕 率は小学校77％、中学校73％、高等学校13
・学校図書館活用教育を推進するために司書 ％となっており、徐々に高くなっている。(12学
教諭養成の支援を行い、小中高の司書教諭の 級以上は必置)
発令率を高めた。 ・読書が好きと回答する児童の割合が72％と
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 全国（75％）より低く、この傾向が続いている。
・教職員や地域のボランティアによる読み聞か 【今後の対応】
せは、小学校の100％、中学校の53％で実施 ・今後も、引き続き学校司書の配置及び司書
された。 教諭の発令が進むよう市町村、県立高校に
〔取組の対象：小･中･高校の児童・生徒〕 働きかける。

・読書好きな子どもを育てるための研修の充実
を図り、学校における読書活動を推進してい
く。
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〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・県立図書館では、小・中学校図書館に配置さ ・公立小中学校図書館に配置された学校司書
れた学校司書、学校図書館ボランティアに対 や学校図書館ボランティアを対象に県立図
する初任者研修等を開催した。 書館が実施した研修によって、学校図書館
○学校司書研修 業務従事者のスキル向上を図ることができ
・８回開催し、延べ457人が参加 た。
○学校図書館ボランティア研修 【今後の対応】
・２回開催し、延べ14人が参加 ・公立小中学校図書館では、今後も、学校司
○学校図書館活用教育研修会 書等の専門性を高めるための人材養成研修
・２回開催し、延べ199人が参加 を継続して取り組んでいく。特に、司書教諭と

〔取組の対象：小･中学校の学校司書・司書教 学校司書との合同研修を開催するなど、学校
諭・学校図書館ボランティア〕 図書館活用教育を推進していく。

・高等学校の学校司書を対象とした研修会を
定期開催することで、校種にあわせた専門的
技能の向上を図る。

③学校図書館を活用した情報活用能力の育成
〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・研究指定校の授業公開や研究指定校の実践 ・学校図書館を活用した課題解決的な学習
集を配付し、学校図書館活用教育の普及を図 は、小中学校で年々浸透してきており、学校
った。 で実施される情報活用能力に係る学習の種
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒〕 類や図書館を活用して授業を行った教科が
・教員を対象とした研修を県内４箇所で実施し、 増えてきており、学校図書館活用教育の普
学校図書館活用教育の普及を図った。 及が進んでいる。
〔取組の対象：全校種の教員〕 ・新規司書教諭等や教科担任制の中高等学

校担当者を対象とした研修により、学校図
書館活用教育における司書教諭の役割に
ついて理解を深めた。
【今後の対応】
・平成29年度より県立図書館に配置した指導
主事も活用し、研究指定校の成果の普及や
教職員研修を通して、学校図書館教育を推
進し、さらに情報活用能力の育成を図る。

【総合評価】
学校司書の配置や司書教諭養成の効果により、学校図書館の充実・活用は着実に進

んできている。学校図書館を活用した情報活用能力の育成は、その成果の県内普及を
図っていく必要がある。
また、これまで以上に、学校・家庭・地域が連携して事業を進め、未就学児を含め

た子どもと本をつなぐ活動や、子ども読書を支える人材の育成を行い、子どもの読書
環境を整えていく必要がある。



- 24 -

Ⅱ 教育目標「広がっていく社会力」関連

２－（１）社会性の育成

【基本方針】
①体験を通した社会と関わる力の育成
子どもたちに人と人との関わりを主眼とした活動を多く経験させ、人間関係を構築する力を育みます。また、
ボランティア活動や地域との協働による体験活動を通して、自己有用感の育成に取り組みます。
②体験活動に関する家庭への意識啓発
体験活動を積むことの有益性について、関係機関が家庭に啓発し、子どもたちのチャレンジを後押ししま
す。

①体験を通した社会と関わる力の育成〔教育指導課、社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・「しまねのふるまい体験活動推進事業」を通し ・体験活動を通して協力し合う大切さ、あいさ
て、生活体験を重視した長期宿泊体験、地域 つや公共心の重要性、協調性やコミュニケー
と連携したボランティア活動、地域での世代間 ションの力について学ぶことができた。
交流による体験活動などに取り組んだ。 ・長期宿泊体験は、豊かな人間性・社会性を
・青少年の家、少年自然の家において小学校 育むだけでなく、いじめ問題、学力向上とい
の長期宿泊体験（３泊４日）を受け入れ、研修 った課題にも有効である。
プログラムの作成や実際の体験活動における ・体験活動の進め方によって、学びの効果に
助言・支援を行った。 違いがあらわれることについて、指導者への
・少年自然の家において、小学校や特別支援 理解を図るとともに、研修プログラムに反映さ
学校の指導者を対象とした研修会や、プログ せることができた。
ラム立案支援を行い、各校のねらいに応じた ・放課後子ども教室における異年齢集団との
活動やモデルプログラムの提案を行った。 交流や体験活動を通して、協調性やコミュニ
・205小学校区中、154小学校区（75.1％）で開 ケーション力の向上を図ることができた。
設された放課後子ども教室において、放課後 【今後の対応】
や週末等に地域住民の参画を得て、年齢の異 ・小中学校及び各市町村へ成果について情報
なる子ども同士による体験活動が実施されるよ 提供し、一層の啓発を図っていく。
う、支援を行った。 ・公民館等社会教育施設と連携しながら、多
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒〕 様な体験の場を提供していく。

・長期宿泊体験については、成果等を各校及
び各市町村へ啓発し、モデル的に取組効果
を実証しながら普及を図っていく。
・放課後子ども教室については、今後も就学
児童が放課後等に多様な体験・活動を行うこ
とができるよう、放課後子ども教室の整備等を
進めていく。
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②体験活動に関する家庭への意識啓発〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・青少年の家、少年自然の家において実施した ・県立社会教育施設における様々な活動を
家族を対象とした体験事業は、親子合わせて78 通して、体験活動の持つ有益性を保護者等
2人の参加者があったほか、体験活動の必要性 へ広めることができた。
や効果等を広く広報・啓発した。 ・親学プログラムや親学ファシリテーターの活
・親学プログラムでは「遊びと体験」をテーマにし 用を通して、遊びや体験の有益性を研修会
たプログラムが15回実施され、その有益性を考え 参加者へ広めることができた。
る機会を多く設けた。 【今後の対応】
〔取組の対象：親子、研修参加者〕 ・アンケートから読み取れる保護者の満足度

や体験活動に対する評価と必要性について
広く啓発していく。また、様々な体験活動と
セットにした親学プログラムを活用した研修
の機会を設定するなど、親学プログラムの更
なる普及、啓発を進める。

【総合評価】
学校教育、社会教育のそれぞれの場で、体験活動の場が提供され、社会性を育む上

で体験活動の有益性について理解が深まってきている。
また、保護者に対しても、様々な体験活動の機会の提供や親学プログラムを活用し

た研修会の開催などを通じて、体験活動の有益性やその必要性について広報・啓発す
ることができた。ただし、参加者の固定化も見られるので、周知方法や研修内容等に
ついて更に工夫していく必要がある。

２－（２）コミュニケーション能力の育成

【基本方針】
①言語活動の充実
言語に対する関心や理解を深め、自分と周囲の人や物事との関係性を理解する力を育むため、小学校段
階から、子どもたちの言語活動の充実を図ります。
②集団活動等を通した他者と関わる力の育成
授業や様々な活動での集団において、対話やディスカッション、身体表現等を取り入れることを通して、人間
関係やチームワークを形成したり、合意形成・課題解決したりする力を育みます。

①言語活動の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・共通して指導すべき言語活動と教科特有の言 ・全国学力・学習状況調査（学校質問紙）結
語活動を整理し、「言語活動の充実Ｑ&Ａ」、「平 果から見ると、言語活動の取組は数値が伸
成28年度各教科等の指導の重点」、「平成28年 びており、全国との差も小さくなっている。し
度教職員研修の手引き」等を活用して指導や研 かし、校内における全教職員による言語活
修を実施し、学校全体で言語活動の充実を図 動についての話し合いは十分とは言えず、
った。 全国との差も大きくなっている。
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 【今後の対応】
・児童生徒の言語に関する能力を育むため、小 ・校内での授業における言語活動の充実に
学校学校図書館活用教育講座を浜田で開催、 係る研修を実施し、児童生徒のコミュニケー
また中高図書館活用教育研修を県内３カ所で ション力を育成することにつなげていく。
実施した。
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕
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②集団活動等を通した他者と関わる力の育成〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・集団活動等を通した他者と関わる力の育成に ・全国学力・学習状況調査（児童生徒質問
大きな役割を果たす特別活動の充実に向け、 紙）結果から見ると、全国に比べ集団活動等
「平成28年度各教科等の指導の重点」で特別 で達成感を感じるポイントが低い。また、全
活動の指導のポイントについて発信した。また、 国に比べ、話し合い活動で他者と折り合い
望まし集団活動や体験的な活動を通して、より をつけて話し合ったり、クラスの決まりを話し
よい人間関係を築く力や社会に参画する態度を 合ったりするポイントが低い。
育むための指導が充実するよう、教員研修や訪 【今後の対応】
問指導を行った。（特別活動講座H28.7.8島根 ・「平成29年度各教科等の指導の重点」の特
県教育センターにおいて実施） 別活動編で、話し合い活動の充実を重点に
〔取組の対象：小･中･高校の教員〕 据え、さらに指導していくことを確認する。ま

た、話し合い活動を通して、合意形成する力
の育成を図る。

【総合評価】
教員に対しては、ねらいを明確にした効果的な言語活動が行われるよう、研修や指

導を行っていく必要がある。また、特別活動における話し合い活動を重点に据え、合
意形成する力の育成を図る必要がある。

２－（３）国際理解教育の推進

【基本方針】
①国際理解のための取組の充実
子どもたちの他の国の歴史や文化に対する寛容な態度や、国際的な課題を解決しようとする意欲を育むとと
もに、地域や本県の課題を国際的な視野に立って考える力を育む授業の工夫・改善を図ります。
②国際化に対応するための言語能力の育成
小学校では、外国語活動などを通して英語に慣れ親しみながら世界の人々や異文化に対する理解を深め、
中学校・高等学校では、外国語科において英語を使って思いや考えを伝え合うことができる言語能力を育成
するなど、小学校から高等学校までを見通しながら、国際化に対応できる基礎的な言語能力の育成を推進し
ます。
③早期の英語教育実施への対応
今後検討される早期（小学校中学年）の英語教育実施に対応するための準備を行います。

①国際理解のための取組の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・教育指導課及び県立学校17校にＡＬＴ（外国語 ・ＡＬＴの配置により授業の中で英語に触れ
指導助手）18名を配置し、配置校だけでなく訪 たり、英語を通して十分なコミュニケーション
問校も含め、全県立学校においてＡＬＴを活用 をとる機会を提供することができた。
した授業を行った。 【今後の対応】
〔取組の対象：高校・特別支援学校の児童・生 ・各配置校からの活用状況報告をもとに、取
徒〕 組の充実を図る。今後、通信制高校への派

遣についても研究していきたい。
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②国際化に対応するための言語能力の育成〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・英語教員の英語力及び指導力向上のため、 ・平成28年度「英語教育実施状況調査」結果
「英語指導力向上研修」、「英語教員等の英語 から、授業中の発話の半分以上を英語で行
力向上研修」などの教員研修を実施した。また、 っている教員の割合は、中学校で約55％、
「グローバル化に対応した外国語教育研修」も２ 高等学校で約30％という状況である。また、
年目を迎え、平成29年度までに全ての中高英 英検準1級以上等を取得している教員の割
語担当教諭及び全ての小学校から１名以上の 合は中学校31 .1％、高等学校52 .5％であ
中核教員が受講することとしている。 る。
〔取組の対象：小･中･高校の教員〕 【今後の対応】

・左記の研修等により、学習指導要領で求め
られる英語力を身に付けるための授業改善
に努める。
・Apt is Genera lの団体受験を引き続き実施
し、教員の英検準１級以上等取得率を高め
る。外部検定試験の費用の一部助成も継続
する。

③早期の英語教育実施への対応〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・小中高を通じた英語教育において指導と評価 ・研究指定校において、単元配列表の作成
の改善を図るため、研究指定校での研究や県 や指導法改善のため研究を進めることがで
内の教員を対象にした研修会を行った。 きた。
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 【今後の対応】
・地域のすばらしさ等について発信できる力を育 ・小･中･高をつなげる「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の
成するための地域教材を作成した。 見直しや地域教材の活用方法について研
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 究を進める。
・小・中・高をつなぐ「CAN-DOリスト」の形での学
習到達目標の完成に向け、実際の児童生徒の
姿と比較検証を行った。
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕

【総合評価】
英語に対する児童生徒の興味関心を高め、学習指導要領で求められる英語力を身に

付けさせるために授業改善に努める。また、授業中の半分以上を英語で行う教員の割
合に課題が見られるため、課題の克服に向けて、教員研修等で指導力向上を図る必要が
ある。

２－（４）ふるさと教育の推進
【基本方針】
①ふるさと教育の発展的な取組の推進
小・中学校で取り組んできた、地域の「ひと・もの・こと」を活用したふるさと教育を、就学前か
ら高等学校までの一貫性のある取組に発展させ、発達の段階に応じたふるさと教育の充実を図りま
す。
②学びの質を高める指導の充実
ふるさと教育が学習の深まりを意識した取組となるよう、指導の充実を図ります。

③地域との連携による活動の充実
公民館等を中心とした、地域全体の学校を支援する体制を充実させるとともに、地域との協働によ
る体験活動を通して、将来、地域で活動しようとする意欲を喚起します。
④地域の課題に対応した取組の充実
医療人材等の地域の担い手育成など、地域の課題に対応した取組の充実を図ります。
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①ふるさと教育の発展的な取組の推進〔社会教育課、文化財課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・家庭・地域と連携して、ふるさと教育を実施する ・全小中学校において、総合的な学習の時
ため、市町村に対し、全小中学校を対象とする 間等を使って年間35時間以上のふるさと教
交付金を助成した。 育を実施し、地域に対する愛着や誇りを育
・小中９年間を通した発展性・系統性のある「ふる むことができた。
さと教育」を実施するため、ネットワーク会議、 ・市町村に対する交付金により、学習発表会
中学校区ふるさと教育推進連絡会議等で中学 等で取組の発表がされたり、就学前の子ど
校区の全体計画、一覧表を作成し、それを元に もから高校生、大人までを対象とした「ふる
各校で「ふるさと教育」を実施した。 さと教育」の実践を発表したりする市町村も
・学校と連携して公民館で行う「ふるさと教育」や あるなど、地域の教育資源を生かした特色
地域住民（大人）を対象とした「ふるさと」を学ぶ ある教育活動の推進を図ることができた。
講座等を実施した。 ・25校、約600人の児童生徒が、学校周辺の
・小・中・特別支援学校において、地域の歴史を 遺跡を見学したり、土器等に触れることで地
学ぶ体験学習として、文化財子ども塾を実施し 域の文化財を身近に感じる 機会を提供で
た。 きた。
・古代出雲歴史博物館では、博学連携プログラ ・古代出雲歴史博物館の博学連携プログラム
ムにより小・中・高等学校の利用促進を図った。 には小・中・高等学校あわせて104校、約5,6
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒、教職 00人の利用があり、県内の児童・生徒に対
員、地域住民〕 し、郷土の豊かな歴史文化を理解してもらえ

る場を提供できた。
【今後の対応】
・全中学校区で作成された全体計画、一覧表
を見直しつつ、学校、家庭、地域がそれぞ
れの役割を認識し、連携して発展的な「ふる
さと教育」を展開する。
・地域課題の解決や地域に貢献しようとする
「地域を支える次世代」の育成を図るため、
引き続き従来の小中学生に加え、就学前の
子どもから高校生、大人までを対象に、ふる
さと教育を推進する。
・子どもたちが島根への愛着や誇りを持つよ
う、校種間の連携を深めながら地域の教育
資源（ひと・もの・こと）を有効活用していく。
・地域の実情に合わせた活動となるよう、市
町村での議論を促していく。

②学びの質を高める指導の充実〔教育指導課、社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・各教科等の「ねらい」を達成するため、地域の ・市町村がふるさと教育担当者会議や教職員
教育資源（ひと・もの・こと）を有効活用するよう を対象とした研修会を開催することで、指導
指導・助言を行った。 の充実に向けた取組の推進を図ることがで
・学校や市町村教育委員会のふるさと教育担当 きた。
者を対象とした研修会を開催するとともに、各 ・ネットワーク会議、中学校区ふるさと教育推
教育事務所及び市町村派遣の指導主事、社会 進連絡会議等により、教職員間でふるさと
教育主事が指導・助言・支援を行った。 教育に関する情報の共有及び共通理解を
〔取組の対象：小・中学校の教職員、市町村事業 図ることができた。
担当〕 【今後の対応】

・指導主事と社会教育主事が連携し、引き続
き各小中学校への指導助言を行っていく。
・今後も、発達の段階を踏まえ、幅広い視野
でふるさとを捉えることができるよう、学習活
動の充実を図るとともに、研修や指導・助言
・支援のあり方について検討する。
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③地域との連携による活動の充実〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・中学校区の活動支援体制のネットワーク化を図 ・市町村への交付金により、公民館等におい
るために、市町村に対し、中学校区の支援体 て、地域の実態に応じた「学校の取組を深
制、組織を対象とする交付金を助成した。 化・発展・補完する事業」や「支援体制のネ
・中学校区単位で育てたい子ども像を共有した ットワーク化に向けた取組」を促進すること
複数の公民館が、連携して「公民館ふるさと教 ができた。
育推進事業」の取組を28の中学校区で実施し、 ・学校支援協力企業等の理解・協力が進ん
公民館職員研修会、県内の社会教育関係者へ だ。
の研修会で発表するとともに、実践事例集を配 【今後の対応】
布して広く情報発信した。 ・今後も、推進地区の取組の紹介や地域にお
・学校の教育活動を支援する企業等を募り、学 ける「ふるさと教育」の重要性を周知すること
校支援企業等として登録を促し、情報をホーム で、地域が主体となった「ふるさと教育」の
ページに掲載した（平成28年度末の学校支援 拡充を図っていく。
協力企業等登録数は約347社・団体）。 ・ふるさと教育の推進体制を確立するため、
〔取組の対象：社会教育実践者・ボランティア、 教員・指導者・ボランティア研修の実施等に
公民館等職員、小・中学校の教職員、企業・団 より市町村教育委員会への支援等を行う。
体等〕

④地域の課題に対応した取組の充実〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・地域課題に対応したふるさと教育の参考として ・「介護の仕事」に関する副読本を配布したこ
もらうため、「介護の仕事」に関する副読本を希 とで、「介護」や「地域医療」における人材確
望する小・中学校に配布した。 保を地域課題と捉え、独自に取り組む市町
・医療政策課の島根県地域医療教育推進事業 村が生まれている。
費補助金の活用を市町村教育委員会に働きか 【今後の対応】
け、市町村において福祉部局と教育委員会の ・今後も、それぞれの地域課題について市町
連携による「地域医療」をテーマにした学習を1 村が主体的に取り組めるよう、情報提供など
2市町村で実施した。 の支援を行う。
〔取組の対象：小・中学校の児童・生徒、教職員〕

【総合評価】
小中9年間を通した系統性・発展性ある「ふるさと教育」を進めることができた。今

後は、就学前から高校生、大人までの「ふるさと教育」を充実し、地域課題の解決や
地域に貢献しようとする「地域を支える次世代」の育成を図る。一部活動の固定化が
見られるので、多様な活動が展開されるための支援が必要である。
また、「公民館ふるさと教育推進事業」を実施した地域では、中学校区単位での支援

体制のネットワークづくりや大人を対象とした「ふるさと教育」の充実を図ることが
できた。今後は、モデル事業の取組成果を全ての中学校区に広げ、支援体制の充実、
支援者の発掘、育成を図る必要がある。
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２－（５）学び直しや就労に向けての支援

【基本方針】
①課題を抱える在学中の子どもへの支援の充実
引きこもりや不登校等の状況にある子どもが、意欲を持って学校生活を送ることができるよう、学
校や家庭と連携しながら、一人一人の課題に応じた指導や支援の充実を図ります。
②進路未定者に対する支援の充実
中学校・高等学校の卒業後、または高等学校の中途退学後において進路が未定である子どもが就学
・就労することができるよう、関係部局・機関と連携した支援の充実を図ります。

①課題を抱える在学中の子どもへの支援の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・スクールソーシャルワーカーを活用して課題を ・引きこもりや不登校の要因は多岐にわたっ
抱える児童生徒に対する多面的な相談体制へ ており、家庭環境へ働きかけるスクールソー
の支援を行った。 シャルワーカーの重要性は年々高まってい
〔取組の対象：全校種の児童・生徒〕 るが、人材の確保が課題となっている。
・平成28年度のスクールソーシャルワーカーの相 【今後の対応】
談総件数は735件（前年度691件）、総時間数は ・社会福祉士会等の職能団体との連携を通
9,811時間（前年度8,840時間）となった。 して、人材確保について努めていく。
〔取組の対象：全校種の児童・生徒〕 ・県内全市町村がスクールソーシャルワー
・平成28年度には県内全市町村が委託事業を カー活用事業に参加しており、これまで
実施した。 以上に幅広い利活用が期待される。
〔取組の対象：市町村〕

②進路未定者に対する支援の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・連絡調整員を東部・西部に各２名配置し、中学 ・積極的なＰＲもあり、学校での認知度も高ま
校卒業後や高等学校中退後に進路先を未定と っており、連絡調整員の果たす役割やニー
した子どものうち、引きこもり等の者についての ズも高まってきている。
状況把握や社会参加に向けての連絡調整を図 【今後の対応】
った。 ・今年度も引き続き東・西部に２名ずつ配置
〔取組の対象：中学校卒業生・特別支援学校中 し、学校をはじめ関係機関との連携の強化
学部卒業生・高校中退者で進路未定の者〕 を図っていく。
・平成28年度における学校との連絡調整件数（訪
問等）は312件(H27:242件 )、該当の子どもや保
護者への対応件数は227件(H27:38件)となって
おり、ともに増加した。
〔取組の対象：中学校卒業生・特別支援学校中
学部卒業生・高校中退者で進路未定の者〕

【総合評価】
課題を抱える子どもへの支援については、スクールソーシャルワーカー、連絡調整

員ともに活用が進んだ。スクールソーシャルワーカーについては、福祉的な視点から
の適切な助言や関係機関との連絡調整機能を果すことで、子どもが抱える様々な問題
の解決に向けたアプローチの幅が広がってきており、今後もニーズが高まることが想
定されるため、市町村教育委員会と連携して人材確保を進める必要がある。
進路未定者に対する支援についても、連絡調整員の積極的な活動により対応件数が

増加している。関係機関との連携と繋ぎが今後の課題である。
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Ⅲ 教育目標「高まっていく人間力」関連

３－（１）心の教育の推進

【基本方針】
①教育活動全体を通じた道徳教育の充実
道徳の時間の内容を充実させるとともに、学校の教育活動全体を通じた道徳教育を推進することに
より、人間としての生き方の自覚を促し、社会や他者に対する配慮や規範意識、人間尊重の精神と
生命に対する畏敬の念などを育みます。
②体験活動を通じた子どもたちの豊かな心の育成の推進
家庭や地域との連携によるボランティア活動や自然体験などの体験活動を通じて、自分自身の価値
を認識させたり、他人への思いやりなどを育んだりします。

①教育活動全体を通じた道徳教育の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・平成30年度からの教科化に向けて、県内13か ・道徳教育研修を通して、各校の道徳教育推
所において道徳教育研修を行った。 進教員の「特別の教科 道徳」と「教育活動
〔取組の対象：小・中学校の道徳教育推進教員 全体を通じた道徳教育」についての理解を
等〕 深めることができた。

【今後の対応】
・平成30年度に小学校で道徳が教科化され
る。前年度となる29年度は県内全ての小学
校に指導主事が訪問して校内研修を支援
し、道徳推進教師だけではなく全教職員の
道徳教育についての理解を深める。

②体験活動を通じた子どもたちの豊かな心の育成の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・しまねのふるまい推進プロジェクトを通して学 ・体験活動を通して、協力し合う大切さ、あいさ
校・家庭・地域が連携し、学校及び地域の実 つ、公共心の重要性や協調性、コミュニケー
態に応じた活動を展開した。 ションの力などについて学ぶことができた。
・音楽、総合的な学習の時間やふるさと教育の ・芸術文化の鑑賞・体験活動によって培われ
中で芸術文化の鑑賞・体験活動を実施した。 た豊かな情操が児童生徒の道徳性の基盤と
〔取組の対象：小・中学校の児・生徒〕 なった。

【今後の対応】
・小中学校及び各市町村、関係団体へ成果に
ついて情報提供し、普及・啓発を図っていく。
・今後も、音楽、総合的な学習の時間やふるさ
と教育の中で芸術文化の鑑賞・体験活動を
充実させていく。
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〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・公民館ふるまい推進事業により、子どもたち ・公民館ふるまい推進事業を通じて、異年齢
と親や地域の大人との交流による様々な体験 集団による体験・交流活動が実施され、ふる
活動を実施する公民館40館の活動を支援し まいの定着を図ることができた。
た。 ・公民館ふるさと体験活動モデル事業を通し
・公民館ふるさと体験活動モデル事業により、 て得られたポイント等をフォーラムや実践事
ふるさとの「ひと・もの・こと」を活用した宿泊体 例集によって情報発信できた。
験活動を実施する公民館12館を支援した。 【今後の対応】
・青少年の家、少年自然の家がふるさと体験活 ・しまねのふるまい推進プロジェクトを通して
動モデル事業を行う公民館等に対して、プロ 学校・家庭・地域が連携し、学校及び地域
グラム立案等の専門的な助言、支援を行った。 の実態に応じた活動が展開されており、今
〔取組の対象：地域住民、研修会参加者〕 後も体験活動を通じて「ふるまい」の定着を

図っていく。
・今後も、各公民館の取組の成果や課題を整
理し県内へ啓発するとともに、多世代による
ふるさと体験・交流活動を推進する。

【総合評価】
学校や地域において、子どもたちの豊かな情操を育む、様々な体験活動を実施する

ことができた。
教育活動全体を通じた道徳教育や体験活動により、各学校における道徳教育の充実

を図った。道徳の教科化を踏まえ、各学校の道徳教育の研修の支援していく必要があ
る。

３－（２）「しまねのふるまい」の推進

【基本方針】
①子どもたちへの「ふるまい」定着の推進
子どもたちが将来、社会の中で生きていくために必要なあいさつ、礼儀、時間や約束を守るなどの基本的な
「ふるまい」の定着を引き続き図ります。
②県全体での「ふるまい」の推進
県民に県の「ふるまい」の取組についての認知を広め、県全体での「ふるまい」の推進を図ります。

①子どもたちへの「ふるまい」定着の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・地域全体に「しまねのふるまい」を推進する気 ・学校が家庭や地域等と連携し、それぞれの
運を高めるため、９市町村において小中学校が 実態に応じた活動が展開され、「ふるまい」
家庭や地域等と連携を図りながら児童生徒の 定着への取組が広がった。
「ふるまい」を定着させるための体験活動を実施 【今後の対応】
した。 ・ふるまい定着の趣旨等を市町村に理解して
〔取組の対象：小・中学校の児童･生徒〕 もら うため、県と市町村の一層の連携を図
・「大切にしたい しまねのふるまい」ポスターを る。
保育所、幼稚園、小中学校、県立学校等に配 ・「大切にしたい しまねのふるまい」ポスター
付し、実態に応じた活動を助長した。 やふるまい推進指導資料（ ５歳児用、小１
〔取組の対象：全校種の幼児・園児・児童・生徒〕 用）の活用を促し、一層の「ふるまい」定着を
・小学校と家庭が連携した取組を行ってもらうた 推進していく。
め、ふるまい推進指導資料（５歳児用、小１用） ・学校の全教育活動を通して、発達の段階に
を配付し活用に向け支援した。 応じた活動を推進していく。
〔取組の対象：保育所・幼稚園、小学校の幼児・
園児・児童〕
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②県全体での「ふるまい」の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・様々な広報媒体（ポスター・チラシ、協力団体 ・「ふるまい推進指導員派遣事業」によるふる
用ステッカー、ラジオ）を活用し、「ふるまい」の まい推進指導員を県内103箇所（参加者数
周知を図った。 3,357人）に派遣して指導・助言を行い、「ふ
〔取組の対象：一般県民〕 るまい」の定着に対する気運を高めた。
・しまねのふるまい推進連絡協議会を開催し、本 ・「しまねのふるまい推進連絡協議会」を開催
プロジェクトの施策展開の方向性、連携・協力 することにより、他部局や関係団体等と連携
の在り方、広報・啓発活動の具体的方策に対し した取組につながった。
て、委員（学識経験者、行政、企業、教育関係 【今後の対応】
者等）それぞれの専門的な立場から意見、提言 ・各市町村、各機関と連携し、今後も研修の
をもらった。 場を確保し、地域全体に 「しまねのふるま
〔取組の対象：小･中学校の児童・生徒・教員〕 い」を推進する気運が高まるよう努めていく。
・保育所、幼稚園、小中学校ＰＴＡ等において ・引き続き、「しまねのふるまい推進連絡協議
「ふるまい」の定着を推進するため、各機関の要 会」を開催するなど、他部局や関係団体等
請に応じて「ふるまい推進指導員」を派遣し、指 と連携して、子どもとその保護者、さらに全
導・助言を行った。 ての世代への「しまねのふるまい」の定着を
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中学校の幼 図る取組を進めていく。
児・園児・児童・生徒及び一般県民〕 ・県全体に「ふるまい」を浸透させるため、更
・地域住民を対象とした「ふるまい推進」に関わる なる広報啓発活動に努めていく。
研修会や学習活動を実施した32箇所の公民館 ・引き続き、学校教育と社会教育との連携・協
等に助成を行い、地域社会での 「ふるまい推 力を密にしながら「しまねのふるまい」の意
進」に向けた意識啓発が行われた。 識を高め、定着を図る取組を継続していく。
〔取組の対象：地域住民〕
・公民館報等や連絡協議会発行の報告書にふる
まい推進の具体的実践例及び成果を掲載し、
県内の公民館等へ広く発信した。
〔取組の対象：地域住民〕

【総合評価】
学校の全教育活動を通して、ふるまい定着を意識した取組が広がってきた。また、「ふ

るまい推進指導員派遣事業」や公民館等の社会教育施設での取組を通して、保護者や
地域住民の意識の中に「ふるまい」が定着してきている。

３－（３）人権教育の推進

【基本方針】
①人権が大切にされる教育現場の実現に向けた取組の推進
教職員の人権感覚を高め、一人一人の人権が大切にされる教育現場を実現するための取組を推進す

るとともに、教職員がすべての子どもたちの実態やその背景に目を向け、それぞれの課題を解決して
いく「進路保障」の取組を充実させます。
②地域全体での人権教育の推進
すべての年齢層を対象とした人権問題に関する多様な学習機会の提供などを通して、地域ぐるみで

人権に関する理解や認識を深めていきます。
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①人権が大切にされる教育現場の実現に向けた取組の推進〔人権同和教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 ・ 「平成 28年度人権・同和教育推進状況調
・新任管理職研修、人権・同和教育主任等研修、 査」によると、８割を超える学校で校内研修
教職経験者研修等において、「人権教育指導 などの機会に「人権教育指導資料第２集」が
資料第２集～しまねがめざす人権教育（学校教 活用されており、また、すべての校種で児童
育編）～」（平成27年３月発行）を活用し、「進路 生徒の集団づくりのための取組や行政機関
保障」の取組がそれぞれの学校で具体的に実 との連携が進むなど、多くの学校で児童生
施されるよう研修内容の充実を図った。 徒の実態に応じた具体的な「進路保障」の
・幼稚園１園、小学校２校、中学校２校、高等学 取組が実施された。
校１校、特別支援学校１校を人権・同和教育研 ・研究指定校・園に対して継続的に指導・助
究指定校・園として２年間指定し、継続的に学 言を行ったことにより、教職員一人一人の人
校を訪問して指導・助言を行うなど、各学校・園 権意識が高まるとともに、組織的に人権・同
の研究や実践が充実したものとなるよう支援し 和教育に取り組む動きが進んだ。また、指
た。 定２年目の幼稚園１園、小学校１校、中学校
・県内すべての市町村を訪問し、学校人権・同和 １校の研究発表会や研究紀要などを通し
教育担当者と協議や情報交換を行った。 て、研究や実践の成果を広めることができ
〔取組の対象：全校種の教職員・幼児・園児・児 た。
童・生徒〕 ・各市町村の担当者と協議を行うことにより、

学校の「進路保障」の取組に対する市町村
の支援の実態や課題を把握することができ、
それを踏まえて助言や情報提供を行うことが
できた。
【今後の対応】
・学校において「進路保障」の取組が組織的
に進められるよう、県が主催する教職員研修
や学校訪問指導をさらに工夫して内容の充
実を図る。特に、県内すべての学校の人権・
同和教育主任が受講する「人権・同和教育
主任等研修」の果たす役割は大きいと考え
ており、さらに有意義な研修となるよう重点
的に取り組む。また、各市町村の学校人権・
同和教育担当者と情報を共有することに努
め、学校と行政が連携することによって、より
実効性のある「進路保障」の取組が推進さ
れるよう支援する。

②地域全体での人権教育の推進〔人権同和教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・県民一人一人が人権について考える機会とし ・各市町村が「人権・同和問題を考える県民
て、「人権・同和問題を考える県民のつどい」を のつどい」を地域住民の教育・啓発の場とと
開催した（参加者約750人）。 らえ、関係機関や団体等に積極的に参加を
・地域ぐるみで取り組む人権・同和教育のより効 促した結果、各地域から幅広い年齢層の県
果的な推進を図るため、「人権・同和教育地域 民が参加し、人権について考える貴重な学
推進ネットワーク連絡協議会」を教育事務所単 びの機会となった。
位で開催した（出席者228人）。 ・「人権・同和教育地域推進ネットワーク連絡
・地域に即した人権・同和教育の促進を図る研究 協議会」については、各地域のネットワーク
活動を推進するため、「人権・同和教育研究促 を機能させることに重点を置き、対象者を絞
進事業」として５つのブロックごとに研究集会を って開催するなど、各教育事務所において
開催した（参加者990人、委託事業）。 工夫がみられた。
・学校や家庭における人権・同和教育のより効果 ・各ブロックの実態に応じて講師を選定し、研
的な推進を図るため、「人権・同和教育ＰＴＡ活 修内容を工夫することにより、それぞれのブ
動育成事業」として７つの校・園のＰＴＡを指定 ロックの課題に対応した研究集会を開催す
した（委託事業）。 ることができた。
〔取組の対象：一般県民、行政機関･公民館･各 ・研究指定校・園のＰＴＡを事業の対象とする
種団体･事業所等の職員、幼稚園・小・中･高校・ ことにより、学校・園の取組に対する保護者
特別支援学校の教職員･保護者〕 の関心が高まり、学校・園と保護者が一体と
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なって人権・同和教育に取り組む動きが進
んだ。
【今後の対応】
・地域全体で人権教育を推進するためには、
これまでに構築された各地域のネットワーク
を機能させ、それぞれの地域で主体的に人
権教育の充実に取り組む仕組みをつくって
いく必要がある。そのため、各地域のネット
ワークを機能させるうえで中核となる地域の
推進役の意欲、知識、技能を高めることに
重点的に取り組む。

【総合評価】

平成27年３月に発行した「人権教育指導資料第２集」を教職員研修や学校訪問指導
などの機会に積極的に活用して「進路保障」の理念の浸透を図ったことにより、学校
における「進路保障」の取組が充実し、一人一人の人権が大切にされる教育現場の実
現に向けた取組を推進することができた。
また、学校や家庭、地域社会と連携して、幼児から高齢者に至る様々なライフステ

ージに応じた学習・啓発の機会を提供することにより、地域ぐるみで人権に関する理解や認
識を深めることができた。

３－（４）いじめ・不登校に対する取組の充実

【基本方針】
①組織的な支援体制の整備
子どもが抱える困難な状況が長期化・深刻化しないよう、学校が組織的に対応できる体制を整備す

るとともに、学校と関係機関との連携を推進し、子どもや家庭の状況に応じた支援を行う体制を整備
します。
②教育相談体制の充実
スクールカウンセラーの配置や活用により、学校内での相談体制を充実させるとともに、電話によ

る相談体制を充実させます。
③いじめの問題への取組の充実
いじめの起きにくい学校・学級づくりを通して、いじめの未然防止を図るとともに、いじめの早期

発見や適切な対応を行います。また、インターネット上のいじめ等の早期発見や適切な対応、保護者
への啓発を行います。必要に応じて、専門家の支援や警察との連携によるいじめへの対応などの取組
を推進します。
④教職員の資質向上の推進
教職員がいじめや不登校の問題に関する正しい知識を持ち、適切な指導や支援を行うことができる

よう、研修の充実に取り組みます。
⑤多様な学びの場や居場所の充実
教育支援センター（適応指導教室）等の運営を支援し、不登校の子どもが集団生活に適応したり学

習に取り組んだりすることができる機会を充実させます。

①組織的な支援体制の整備〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・不登校児童数の割合が多い小学校25校に子ど ・配置された小学校では不登校児童数につ
もと親の相談員を配置し、不登校等対応体制の いて改善がみられた学校もある。また、組織
充実と関係機関との連携推進を図った。 的な対応体制づくりを含めた学校としての意
〔取組の対象：小学校の児童及び保護者〕 識の向上がみられた。

【今後の対応】
・引き続き25校への配置を継続しながら、学
校としての組織的な対応体制の充実に向け
た取組を配置校以外へも拡げていく。
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②教育相談体制の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・スクールカウンセラーを小学校81校、中学校96 ・緊急支援や未配置校への対応なども含め、
校、高等学校39校、特別支援学校6校に配置し 学校におけるスクールカウンセラーの必要
た。総相談件数は9,696件、教員へのコンサル 性は年々増している。
テーションなど相談以外の活動件数は10,076件 【今後の対応】
であった。 ・未配置校への対応、配置時間の調整など、
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の児 より学校のニーズに沿った配置ができるよ
童・生徒〕 う、新たな人材確保等に取り組む。

③いじめの問題への取組の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・アンケート形式の心理テスト（アンケートＱＵ）を ・親和的な学級づくりに向けて、また組織的
公立の全小学校３年生から高等学校２年生まで な対応への一助として、効果的な活用がみ
実施（年２回）し、いじめの早期発見に努めた。 られた。
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 【今後の対応】

・アンケートＱＵを実施して、引き続き親和的
な学級づくりのために有効活用を図ってい
く。

④教職員の資質向上の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・アンケート形式の心理テストを活用した学級づ ・研修を通じていじめ・不登校に対する取組
くりにかかる研修の実施など、教員の学校全体 や具体的な対応のあり方について学ぶ機会
の取組への支援を行った。 を設けるなど、教職員の指導力の向上を図
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 った。

【今後の対応】
・より効果的なアンケートの活用方法や対応
の仕方について、学校訪問や研修を通じて
周知を図っていく。

⑤多様な学びの場や居場所の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・ 10市町が設置している12の教育支援センター ・学校復帰者数は前年度57人から22人増加
に対する支援を行った。 しており、また、社会的な自立を目指した取
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 り組みも行っており、その重要性は高い。
・ 28年度における全通所児童生徒数209人のう 【今後の対応】
ち、79人が学校復帰を果たした。 ・引き続き教育支援センター運営にかかる支
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕 援を行う。併せて各センターを訪問し、実態
・12施設を個別訪問して現状について聴き取りし について関係者から聴き取りを行うほか、担
たほか、 12施設の各担当者に集まっていただ 当者の情報交換の場を設定する。
き、情報交換を行う場を初めて設定した。
〔取組の対象：教育支援センターの職員〕

【総合評価】
各校種におけるアンケートＱＵの実施、子どもと親の相談員・スクールカウンセラ

ーの配置、教育支援センターへの支援などを通じ、いじめや不登校に対する総合的な
取組を推進することができた。
公立小・中学校の不登校児童生徒数は、実数では減少傾向にあるが、千人あたりの

割合は全国平均よりも高い状況が続いており、引き続き関係機関との連携を強化して
未然防止、早期対応に努めていく。
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３－（５）文化活動の推進

【基本方針】
①文化に親しむ機会の確保
学校において子どもたちが本物の文化に直に触れ、感動し、自らも文化活動に取り組む機会を持つ
ことができるよう、文化に関する多様な学習や体験の機会を充実させます。
②地域と連携した文化部活動の推進
文化部活動へ地域の指導者を派遣することや文化部活動の成果を発表する機会を確保することなど
により、文化部活動を活性化させます。

①文化に親しむ機会の確保〔教育指導課、社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・文化庁や文化団体と連携し、児童生徒に対し ・文化庁や文化団体等との連携により、多様
て優れた芸術文化に親しむ機会を提供した。 な文化芸術の鑑賞及び体験の機会を提供
○文化芸術による子供の育成事業 することにより、一人一人の子どもたちの感
・芸術家派遣：44校 性を育て、豊かな心を育むことに繋げること
・子供 夢・アート・アカデミー：1校 ができた。
・巡回公演事業：27校 【今後の対応】
・伝統文化親子教室事業：13校 ・文化庁や文化団体、文化施設等との連携を
・児童青少年演劇地方巡回公演：４会場 更に密にし、引き続き児童生徒に多様かつ

○児童生徒のコミュニケーション能力の育成に 優れた文化芸術に触れる機会の提供に取り
資する芸術表現体験（芸術家派遣）：２校 組む。また、地域の文化団体、公民館等との

・音楽、総合的な学習の時間やふるさと教育の中 連携も図り、本物の芸術・伝統芸能等に親し
で芸術文化の鑑賞・体験活動、地域の伝統芸 む機会を増やしていく。
能の体験などを実施した。
〔取組の対象：小・中・高校の児童・生徒〕

②地域と連携した文化部活動の推進〔社会教育課〕
【平成２８年度の取組の概要】 【評価】
・ 「ふるさとティーチャー派遣事業」により、専門 ・地域の社会人指導者の派遣経費を支援す
的な指導者がいない中学校・高等学校等の文 ることにより、文化部生徒及び指導者の確
化部活動に地域の社会人指導者を派遣した。 保、部活動の維持、活動水準の向上を図る
（中学校：28校（延べ29人）、高等学校：37校（延 ことができた。
べ99人）※高等学校には特別支援学校を含む） ・中学校文化部の地域活動への支援や島根
・「地域と中学校の文化部活動支援事業」により、 県高等学校文化連盟を通じた高校文化活
中学校文化部の地域における交流活動を支援 動への各種支援により、文化部活動の活性
した。（実施校：17校（９市町）） 化を図るとともに、生徒の地域参画を促し、
・島根県高等学校文化連盟が実施する各部門別 家庭や地域における文化部活動への理解
の発表会や研修会等を支援し、活動成果の発 を深めることができた。
表機会等を確保した。 【今後の対応】
・第40回全国高等学校総合文化祭への参加旅 ・今後も、地域の社会人指導者の派遣や各
費を支援（島根県高等学校文化連盟へ補助金 種活動経費の支援、発表機会の提供等を
交付）し、参加を促進した。 （参加部門： 18部 通じて、さらなる文化部活動の活性化に努
門、参加生徒：279名） める。
〔取組の対象：中・高校の児童・生徒〕

【総合評価】
学校、地域、文化芸術団体、文化施設等との連携により、多様な文化芸術に触れる

機会を児童生徒に提供するとともに、学校における文化部活動を活性化させることが
できた。
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Ⅳ 「島根の教育目標を達成するための基盤」関連

４－（１）キャリア教育の推進

【基本方針】
①発達の段階に応じた取組の推進
就学前から高等学校段階までの学校種ごとの目標を関連付けながら、すべての教育活動を通して、
学ぶことと生きていくこと（働くこと）の関連性について、子どもたちの理解を深めるとともに、
社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を身に付けさせる取組を推進します。ま
た、失敗を恐れずに進んで物事に挑戦しようとする気概や、困難に立ち向かい最後まで粘り強くや
り遂げようとする力を育みます。
②学力の育成と関連付けた取組の推進
子どもたちが学ぶ意義や目的、将来を見通した進路を意識できるようにし、学習意欲が高まる取組
を推進します。また、「学んだ力（知識や技能などを身に付けたり、それらを活用したりする力）」
を高めるとともに、「学ぶ力（主体的に学び、向上しようとする力）」を高め、将来、社会で必要と
される学力を育成する取組を推進します。
③社会性の育成と関連付けた取組の推進
子どもたちに人と人との関わりを主眼とした体験活動を多く経験させ、人間関係を構築する力を育
み、将来、社会で必要とされる社会性を育成する取組を推進します。
④ふるさと教育と関連付けた取組の推進
子どもたちが学校の学びと地域や社会との接点を意識し、学ぶことと生きていくこと（働くこと）
の関連性を理解する取組を推進します。また、ふるさと島根に貢献しようとする心を育みます。

①発達の段階に応じた取組の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・「地域でつなぐキャリア教育モデル事業」（雲南 ・左記により、高校卒業を見据えた目標設定
市・江津市）における成果を、キャリア教育に係 の重要性について理解が進んだ。
る研修会の実施及び成果リーフレット等の配付 【今後の対応】
により、各学校の校種間連携についての理解を ・みんなのまちづくりプロジェクト事業等を活
図った。 用して幼小中高が連携した取組の浸透を図
〔取組の対象：小・中・高校の教員〕 る。

②学力の育成と関連付けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・児童生徒の進路意識と学習意欲の向上を図る ・小中学生を対象とした各種調査によると、各
ため、経験研修（初任者、６年目、10年経験者） 教科の重要性は理解しているが、学ぶ意義
において、「教科と社会のつながり」を意識した を理解したり、ものごとを多面的に捉えたり
授業づくりの重要性について理解を深める取組 する意識は十分でない。
を実施した。 ・各学校の学習意欲に関する講座の要望は
〔取組の対象：全校種の教員〕 多く、教員の意識の高まりがみられた。
・学習意欲の向上を図る授業が展開されるよう、 【今後の対応】
希望者による集合型研修及び出前講座を開設 ・次期学習指導要領とキャリア教育の関連性
し、学校のニーズに応じた対応を図った。 を整理して研修等での周知を図る。
〔取組の対象：全校種の教員〕



- 39 -

③社会性の育成と関連付けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・ 「明日のしまねを担う高校生キャリア教育推進 ・県立高校卒業生の新規内定者のうち県内
事業」（働くことを学ぼう推進事業）を通して、県 就職率は平成27年度末には74.2％であった
立高校の生徒が適切な進路選択ができるように が、平成28年度末には76.6％となり、微増し
インターンシップ(26校、2,596名、979事業所)を ている。
実施した。 【今後の対応】
・県立高校の生徒の職業観・勤労観を醸成する ・県外進学者が大学等卒業後の地元企業へ
ため、企業見学事業(33校、4,783名 )、職業意 の就職希望に繋ぐために、県内企業への理
識啓発セミナー事業(23校、6,287名、講師延べ 解を目的とした普通科高校進学者を対象と
319名)等を実施した。 した県内合同企業セミナーを開催する。
〔取組の対象：高校の生徒〕

④ふるさと教育と関連付けた取組の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・地域への理解を深め貢献意欲を高めるために、 ・「明日のしまねを担う高校生キャリア教育推
キャリア教育研修において、普通科における地 進事業」による地域課題解決型学習のテー
域課題解決型の学習の有用性について広め マ数は、平成27年度の15から28年度は21と
た。 なり、地域課題解決型学習の有効性の理解
〔取組の対象：高校の教員〕 が進んでいる。

【今後の対応】
・地域をフィールドとした調査活動を含めた地
域課題解決型学習を充実させるとともに、そ
の成果を広く地域に広めていく活動の充実
を図る。

※「キャリア教育の推進」に関する次の項目については、「平成28年度教育委員会の特徴的な動き」として記
載しました。
○主権者教育の充実：１０ページ
○食の縁結び甲子園全国大会（第１回）の開催：１１ページ

【総合評価】
「学校の全教育活動を通して、学びと生活の関わりを意識させること」の重要性に

ついて、教職員の理解が深まってきた。

４－（２）特別支援教育の推進

【基本方針】
①一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実
管理職や特別支援教育コーディネーターを中心に、校内委員会や学年会などの指導体制の下で、子

どもたち一人一人の教育的ニーズに応じた指導を充実させます。また、関係機関等との連携により、
子どもの状況や発達の段階に応じた継続性のある支援を推進します。
②社会的・職業的自立を促進する取組の充実
特別支援学校小学部段階からのキャリア教育、特別支援学校高等部の職業教育、子どもの状況や適

性に応じた卒業後の進路開拓など、障がいのある子どもが自らの能力を最大限に発揮し、社会的・職
業的に自立していくことにつながる取組を充実させます。
③特別支援学校のセンター的機能の充実
特別支援学校における地域のセンター的機能により、担当者の専門性の向上や特別支援教育コーデ

ィネーターを中心とした子ども、保護者、教員等に対する支援を充実させます。
④乳幼児等に対する早期支援の充実
乳幼児等の発達障がいの早期発見や早期の適切な支援に取り組みます。
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①一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実〔特別支援教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・幼稚園、保育所、小･中学校、高等学校及び特 ・作成が必要な児童生徒等に対する個別の
別支援学校において、障がいのある幼児児童 教育支援計画の作成率は、76.0%であり前
生徒に対して個別の教育支援計画や個別の指 年度を上回った。
導計画等を活用した支援を実施した。 ・広域特別支援連携協議会や各学校へ相談
・教育事務所管内ごとに設置した広域特別支援 支援を行うことで、地域の教育ニーズに対
連携協議会を中心に、専門家チームや巡回相 する指導の充実を図ることができた。
談員等による各校への指導･助言体制を支援し ・日常的に医療的ケアを必要とする児童生徒
た。 等が在籍する学校には、学校看護師を複数
・「島根県医療的ケア実施体制ガイドライン」の見 配置することで指導・助言体制を強化するこ
直しに着手し、３月に「島根県立学校における とができた。
医療的ケア実施体制ガイドライン」を策定した。 【今後の対応】
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小･中・高･特別 ・研修等をとおして、特別支援教育における
支援学校の幼児・園児・児童・生徒〕 個別の指導計画活用の重要性を啓発し、作

成・活用率の向上を図ることで個々の教育
的ニーズに応じた指導を充実させる。
・「島根県立学校医療的ケアの実施体制整備
に関する運営協議会」を効果的に活用しな
がら、学校だけでは解決できない課題につ
いて指導・助言等の支援をしていく。

②社会的・職業的自立を促進する取組の充実〔特別支援教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・特別支援学校高等部生徒の卒業後の社会的･ ・就労を希望する生徒全員が就労できた。一
職業的自立を促進するため、労働･医療･福祉 般企業への就労率も27%と全国的にも高い
等の関係機関と連携した「特別支援学校職業 数値となっており、自立につながる就労ニー
教育･就学支援事業」を県内全ての特別支援学 ズに概ね応えることができた。
校で実施した。 【今後の対応】
・ 「障がい者就業支援事業」により、特別支援学 ・引き続き、個々の生徒に応じた進路先を確
校高等部卒業生等が職業能力や職業意識を身 保するとともに、就労意欲やスキルの向上、
について、数年以内に一般就労ができるよう支 就労後のアフターケアを充実させる。
援した。
〔取組の対象：特別支援学校の生徒〕

③特別支援学校のセンター的機能の充実〔特別支援教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・特別支援学校教員の持つ特別支援教育の専 ・センター的機能の活用が定着し、地域への
門性を活かし、地域のセンター的機能として保 相談･支援体制が確立することで、各地域で
育所、幼稚園、小中学校等の要請により助言・ の困難事例の解消を図ることができた。
研修等を実施した。 【今後の対応】
○平成28年度の助言･研修等の件数：2,590件 ・センター的機能強化のため非常勤代替講師
（うち高等学校の件数：98件） を配置した。地域における特別支援教育の

〔取組の対象：保育所・幼稚園・小･中・高･特別 核として、困難事例に対する支援を充実して
支援学校の教員及び保護者〕 いく。

④乳幼児等に対する早期支援の充実〔特別支援教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・市町村及び健康福祉部と連携して、早期からの ・保健・福祉機関と連携した体制づくりによる
教育相談や支援体制を整備し、保護者及び幼 障がいの早期発見や早期支援につなげるこ
稚園等に対する相談・支援に取り組んだ。 とができた。
〔取組の対象：市町村の特別支援教育担当者〕

【今後の対応】
・市町村の専門性のさらなる向上を図り、障
がいの早期発見につながる体制整備を支援
する。
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※「特別支援教育の推進」に関する次の項目については、「平成28年度教育委員会の特徴的な動き」として
記載しました。
○小中学校に蹴る特別支援教育の課題の深掘り：１２ページ
○医療的ケアを必要とする児童生徒等の教育の充実：１３ページ

【総合評価】

障がいのある子供たちの障がいの状態や教育的ニーズに応じた支援が進みつつある。
また、地域の特別支援教育支援体制が整備されてきた。引き続き、市町村及び関係機

関と連携を図りながら、インクルーシブ教育システムの構築にむけて取り組む必要が
ある。

４－（３）幼児教育の充実

【基本方針】
①幼稚園教諭等の資質の向上
幼児教育に関する専門的な研修や研究などの取組により、幼稚園教諭等（「幼稚園教諭・保育士・保
育教諭」をいう。以下同じ。ただし、「保育教諭」は平成 27 年度から該当。）の資質を向上させ、教
育内容や指導方法の充実を図ります。
②幼稚園等と小学校の連携の強化
子どもの発達や学びの連続性を踏まえ、就学前における教育から小学校における教育への円滑な接
続が図られるよう、幼稚園等と小学校との連携を強化する取組を推進します。
③子育て支援の充実
保護者の子育てに対する不安や悩みを解消するなど、子育て支援の充実を図るため、関係部局・機
関との連携を強化します。

①幼稚園教諭等の資質の向上〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・幼稚園の教育課程の編成等について理解を深 ・幼稚園の教育課程の編成等について理解
める幼稚園教育課程研修を開催し、約250名の を深めることができた。
参加者があった。 【今後の対応】
〔取組の対象：幼稚園の教員〕 ・平成30年度から実施される幼稚園教育要領

についての研修を行う。

②幼稚園等と小学校の連携の強化〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・幼保小連携を推進する実践的な指導力を高め ・小学校教諭の参加が少なかったことが課題
ることを目的とした幼保小連携講座を開催し、 である。
接続期カリキュラムについての研修を実施し 【今後の対応】
た。 ・小学校教諭の参加を増やすために生活科
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小学校の教員〕 の研修と合同開催とし、引き続き幼保小

の連携につながる研修を行う。

③子育て支援の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・健康福祉部と連携して新規採用保育教諭の研 ・保育所を所管する健康福祉部と連携し、各
修等を行った。 種研修等により幼児教育の充実を図ること
・幼稚園教育課程研修及び幼保小連携講座に ができた。
保育士・保育教諭が参加した。 【今後の対応】
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小学校の教員〕 ・引き続き公立幼稚園教諭等の資質向上の

ための研修（保育教諭・保育士も参加）等に
より、幼児教育の充実を図り、ひいては子育
て支援の充実に向けて取り組んでいく。

【総合評価】
公立幼稚園教諭の資質向上を図る研修を通して、公立幼稚園教諭のみならず保育士

なども含めた幼児教育の充実を図ることができた。
幼稚園等と小学校の連携については、小学校教諭の研修参加が少なく課題が残る。
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４－（４）離島・中山間地域の教育力の確保
【基本方針】
①へき地・複式教育の充実
離島・中山間地域において、地域の教育資源や複式学級の特色を生かした教育の充実を図ります。

②離島・中山間地域における高校の魅力化・活性化の推進
学校と地域との連携により、離島・中山間地域における高校の魅力化・活性化を推進します。

①へき地・複式教育の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・小学校における複式教育推進指定校を昨年度 ・複式教育推進指定校における研究授業を
に引き続き３校を指定し、授業研究会を行った。 実施し、公開授業では３校で約100人の参加
また、その取組をリーフレットにまとめ、全県に があった。また複式教育研修では約50人の
発信した。 参加があり、出前講座を９校で実施した。先
〔取組の対象：小学校の教員〕 進地視察による学習指導案等を教育用ポー
・複式教育の学年別指導を行っている先進地の タルサイトに８事例を追加することができた。
視察を行い、指導主事による報告を教育用ポー 【今後の対応】
タルサイトに掲載し、情報発信した。 ・複式教育推進指定校に新たな３校を指定
〔取組の対象：小・中学校の教員〕 し、学年別指導の充実と拡大を図る。また、
・教育センターで複式教育の研修や出前講座を 初めて複式学級を担任する教員への研修を
実施し、複式学級での指導の充実を支援した。 新規に実施する。
〔取組の対象：小学校の教員〕

②離島・中山間地域における高校の魅力化・活性化の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・離島・中山間地域の高校８校が、町村と連携し ・魅力ある学校づくりが進み、県外からの入学
て実施する高校魅力化・活性化の取組に対し、 生数も高い数値となった。
事業費の助成を引き続き行った。 ・「教育の魅力化」に関心を持つ高校・市町村
・「離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事 が連携して協議する動きが活発化した。
業」において、Ⅰ期校５校（横田・飯南・吉賀・津 ・新たな「教育魅力化推進事業」における財
和野・隠岐島前）は、３年間の延長事業（第２ス 政支援スキームを作成することができた。
テージ）の最終年度を、Ⅱ期校３校（島根中央・ 【今後の対応】
矢上、隠岐）は２年目を迎え、地域と連携した特 ・この事業の成果を、中山間地域の市町村に
色ある教育の展開に取り組んだ。 拡充し 、県全体で教育の魅力化に取り組
・魅力化８校の県外入学生の推移 H22：17名 む。
⇒H29： 115名 （県立高校全体 H22：54名 ・今後も引き続き、市町村と「教育の魅力化」
⇒H29：184名） の推進に向けた意見交換の場を設け、市町

・魅力化研修会を２回実施し、事業の成果と課題 村の取組を支援するとともに、「教育の魅力
について意見交換を行ったり、講師を招き、魅 化」の原動力となる教職員に対し、研修等を
力化に関わる者の資質向上を図った。 通じて「教育の魅力化」の理解促進を図って
〔取組の対象：高校の生徒及び地域住民〕 いく。

※「離島・中山間地域の教育力の確保」に関する次の項目については、「平成28年度教育委員会の特徴的
な動き」として記載しました。
○「今後の県立高校の在り方検討委員会」の議論が本格化：８ページ
○離島･中山間地域の教育力の確保：１４ページ

【総合評価】
離島・中山間地域の高校魅力化・活性化事業の実施により県外からの入学者が増加
し、学校内や地域において様々な交流が生まれ、地元出身生徒への好影響など各校で
地域の特性を活かした魅力ある教育活動が徐々に展開されつつある。今後、教育魅力
化推進事業では、対象の高校を拡充し県内の離島・中山間地域全体に拡大するととも
に、小・中・高・特別支援学校を貫いて「教育の魅力化」に取り組む市町村を積極的
に支援する。社会に開かれた学校づくりのためには地域総がかりで取り組む必要があ
り、各市町村における体制が構築されるよう、県が目指す学力観を共有し、本事業の
目的について周知を図り、各地域の人材育成を支援するとともに、県庁内でも部局を
横断した教育魅力化推進チーム推進体制を設置し、効果的な事業実施と課題解決に向
けた議論を行う。
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４－（５）私立学校への支援

【基本方針】
①私立学校における教育の支援
建学の精神と独自の教育方針の下で経営される私立学校に対して、教育環境を整備するための支援

を行います。
②私立高等学校等の生徒の就学の支援
私立高等学校等に在籍する生徒の保護者負担を軽減する支援を行います。

①私立学校における教育の支援〔総務部総務課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・私学の経営の安定を図るため、幼稚園、中学 ・公教育の一翼を担う私立学校の運営費充
校、高等学校及び専修学校の私立学校を設置 実に係る助成を行うことにより、保護者の学
する者に対して、私立学校の経常的経費を助 費負担の軽減、教育環境・教育水準の維持
成した。 向上、学校経営の安定化を図ることができ
・私立学校を束ねる振興会の事業促進と運営の た。
安定、私学退職金制度・私立学校共済制度加 ・県内私立高等学校等における部活動等の
入の促進と運営の安定を確保するため、各種経 施設・設備整備等に対して補助を行うことに
費・掛金を助成した。 より、その全国レベルでの活躍を通じて各学
・私立高等学校が魅力と特色ある学校づくりを進 校の知名度を上げるとともに、各学校の魅
めるため、私立高等学校等を設置する学校法 力、特色づくりを進めることができた。
人に対して、魅力づくりに要する経費を助成し ・私立高等学校が県外生を確保することによ
た。 り、地域経済の活性化や学校法人の経営の
・私立高等学校等が行う県外生を確保するため 安定化に繋がった。
の取組に対して支援を行った。 ・私立学校実態調査などの調査を実施するこ
・私立学校の実態調査を実施し、私立学校の課 とにより、教育行政上の課題解決・将来計画
題や経営状況などの把握を行った。 の基礎資料とし、公教育を担う私立学校の
〔取組の対象：私立学校〕 向上を図ることができた。

【今後の対応】
・今後も私立学校の運営等に必要な予算を
確保し、支援を継続していく。

②私立高等学校等の生徒の就学の支援〔総務部総務課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・家庭の状況に関わらず全ての意志ある高校生 ・就学支援金、高等学校等奨学のための給
等が安心して学校活動に専念できるよう、保護 付金及び授業料減免事業により、さまざまな
者等の所得に応じた就学支援金や奨学のため 理由により生活に困窮している低所得世帯
の給付金の支給、また、高等学校等を設置する の高等学校等進学希望者に対して、就学を
学校法人に対する授業料減免事業経費を助し 援助することができた。
た。 【今後の対応】
〔取組の対象：私立学校〕 ・今後も保護者の学費負担の軽減に必要な

予算を確保し、支援を継続していく。

【総合評価】

私立学校に対する各種支援は学校法人の経営の安定化、保護者等の教育費負担の軽減や

私立学校の教育環境・教育水準の維持向上に寄与しており、引き続き、適切な支援を実施

していく。
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４－（６）「生きる力」を支える健康づくり

【基本方針】
①望ましい生活習慣を身に付けるための取組の推進
就学前から高等学校までの発達の段階に応じて、地域が一体となって取り組む「早寝・早起き・朝

ご飯」の推進等により、「バランスのとれた食事」「適度な運動」「十分な休養と睡眠」など望ましい
生活習慣が身に付けられるようにします。
②子どもたちの体力づくりの推進
体力づくりに係る専門家や団体の学校・地域への派遣、運動意欲の向上を目指した授業の充実や運

動プログラムの実践などの取組を通して、子どもたちの体力を育みます。
③食育の推進
子どもたちが食に関する知識と食を選択する力を習得し、食という行為が動植物の命を受け継ぐこ

とであると理解したり、食物を大事にし、食物の生産等に関わる人々へ感謝する心を持ったりするな
ど、健全な食生活を実践できるよう、関係部局・機関等と連携し、栄養教諭を中心とした食育を一層
推進します。

①望ましい生活習慣を身に付けるための取組の推進〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・「しまねっ子 元気プラン(第二次)」に基づき、 ・早寝・早起き・朝ごはん」や「ノーメディアデ
関係課と目的・目標を共有しながら学校保健活 ー」の啓発により、食育と関連付けた生活習
動を推進している。重点課題の一つとして「望ま 慣づくりに取り組む学校や市町村が増加し
しい生活習慣の確立」を掲げており、各学校で た。
は、教職員、保護者、地域住民、学校医等で学 ・朝食摂取率は小・中学生とも全国平均に比
校保健委員会等を組織し、子どもの健康課題の べて高水準（県小６：97.3％ 全国小６：95.5
解決に向けた取組を進めた。 ％、県中３：95.9％ 全国中３：93.0％）にあ
・ 「朝はいっぱいのみそ汁を飲もう！」をスロー り、朝食を中心に、望ましい生活習慣づくり
ガンにし、リーフレット配布などを通して、朝食 を目指した取組を進めることができた。
摂取の大切さを学校、家庭、地域に啓発した。 ・メディア専門家の派遣を希望する学校は、
・過度のメディア接触が心身に及ぼす影響を知 事業を開始した平成25年度は34校だった
り、メディアと上手につきあうための具体的な方 が、以後、毎年60校を超えている。幼稚園、
策を考える機会として、「メディア専門家派遣事 認定子ども園からの申請も徐々に増えてい
業」を実施した。 る。
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中・高校・特 【今後の対応】
別支援学校の幼児・園児・児童・生徒・教職員及 ・継続して朝食摂取を促すとともに、睡眠の
び地域住民〕 大切さを伝える取組を進めていく。

・メディア専門家派遣事業を幼稚園、認定子
ども園、保育園に広げ、遊びを通した体づく
りなど、メディア接触に代わる時間の過ごし
方を提案していく。
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②子どもたちの体力づくりの推進〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・「１日１時間以上からだを動かそう」をスローガン ・全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体
に、全公立小中学校で学校教育全体を通じた 力合計点では、全体としては前年度並みで
体力向上推進計画を策定し、学校体育の充実 ある。全国と比較すると、男女とも小学校で
を図った。 は全国平均より高く、中学校で下回るが、
・小・中学校、高等学校において、学習指導要領 数値的に見ると、中学女子については近年
に沿った適切な指導ができるように、学校と体 若干の改善傾向が見られる。
育教員に対して情報提供したほか、研修を行っ ・学校訪問等の研修の機会をとおして、子供
た。また、体育の授業公開を伴う学校訪問を３ の体力の現状把握ができつつある。
年計画の２年目として実施した。 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

・保健体育の授業力向上のため、希望校に対し 合計移転の平均 単位:点

て、より専門性の高い大学教授等の指導者を派 小５ 小５ 中２ 中２

遣し、学校体育の充実を図った。 男子 女子 男子 女子

・中学・高等学校における武道やダンスの経験が H28全国 53.93 55.54 42.00 49.41

少ない教員を対象に、指導の充実、資質向上を H28県 54.83 55.91 41.43 48.03

ねらい、専門の指導者を講師とした研修会を各 H27県 54.94 55.90 41.43 47.74

地で重ねた。
・15種目の「しまねっ子！元気アップ・プログラム」 【今後の対応】
を設定し、このプログラムを活用して運動を通じ ・新学習指導要領への移行を踏まえた研修を
た交流活動「しまねっ子！元気アップ・カーニバ 充実させ、小・中学校への指導主事訪問や
ル」を県内17会場（募集により選考）で開催し 女子の運動離れに対応した教材の工夫や
た。「カーニバル」の開催校をはじめ、積極的に 開発など、授業の改善と授業力向上への取
このプログラムを活用している学校には、協賛 組を進めていく。体育授業だけでなく、各校
企業を通じて運動用具等を提供した。 の実態を踏まえ、地域や家庭をまきこんだ学
・幼児期における多様な運動遊びの重要性や必 校ぐるみの体力向上の実践を工夫していか
要性を浸透させるため、幼稚園や保育所関係 なくてはならない。
者を対象とした指導者講習会を開催した。 ・地域スポーツ指導者の派遣等を通じた中学
・県レクリエーション協会の指導者を、保育所、幼 ・高等学校の運動部活動への支援を継続し
稚園、小学校等に派遣し、昼休みや放課後等 て行い、部活動の活性化を図る。
にの時間を活用して、レクリエーションなど子ど ・「元気アップ・カーニバル」が開催された様
もが親しみやすい運動プログラムを提供した。 子をHP等で発信し、運動の習慣化が浸透す
〔取組の対象：保育所・幼稚園・小・中・高校の幼 るよう働きかける。
児・園児・児童・生徒及び教員〕 ・幼稚園や保育関係者、保護者等を対象に

幼児期の実技講習会の開催や親子で取り
組む運動遊びを普及啓発し、柔軟性や筋
力、筋持久力などの数値を高める。
・地域における体力向上推進活動の支援（公
民館、地域総合型スポーツクラブ等）を進め
る。

③食育の推進〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・学校全体で組織的に食育を推進するための、 ・小中学校での全体計画作成率は100％にな
全体計画の作成の必要性について周知徹底し ったが、高等学校は35%にとどまっている。
た。 ・「食の学習ノート」の活用割合は、平成28年
・子どもたちが、食に関する知識や食を選択する 度87.7%（平成27年度：89.2%)であり、小学生
力を身に付け、望ましい食習慣を形成していく 対象の食育教材として有効なものとなってい
ことができるよう、小学生には島根県独自の食 る。
育教材である「食の学習ノート」（低学年用、中 ・学校給食における地場産物活用割合は、島
学年用、高学年用）を配付した。 根県食育推進計画(第二次)の目標値である
・中学校、高等学校での食育推進の一助とする 50％を達成している。
ため、「食の学習ノート」（中学生用、高校生用） ・ 「スーパー食育スクール事業」により、男女
を作成した。 とも持久力の向上がみられたこと、保護者の
・児童生徒や保護者が、和食への関心を高める 食意識の向上が子供の栄養状態と体力向
ことを目的とした出前授業及び親子料理教室を 上につながったこと、などの成果が得られ
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開催した。 た。
・栄養教諭の指導力向上を図るため、教科等に 【今後の対応】
おける食に関する指導を学級担任等とともに行 ・「食の学習ノート（中学生用、高校生用）」を
い、県内13会場で公開した。 栄養教諭配置校と協力校で活用し、内容や
・「しまね・ふるさと給食月間」を６月と11月に実施 活用方法を検証する。
することで、学校及び地域における食育の充実 ・島根県地産地消促進計画で掲げる学校給
と地場産物活用の推進を図った。 食での地場産物活用割合の目標値（平成31
・文部科学省委託事業であるスーパー食育スク 年度に63.0％）に向けて、農林水産部と連
ール事業を実施し、 「食とスポーツ 」をテーマ 携した取組を進める。
に、食育の効果について、食事の改善と体力や ・「スーパー食育スクール事業」の取組概要、
運動能力との関係から検証を行った。 成果を県内に普及する。
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の児 ・29年度文部科学省事業「つながる食育推進
童・生徒・教員及び保護者〕 事業」の実施校の取組を支援する。

【総合評価】

「バランスのとれた食事」、「適度な運動」、「十分な休養と睡眠」など、望ましい生
活習慣の大切さについて啓発を図ることができた。体力向上や望ましい食習慣、生活
習慣の確立のために、教員の授業力、指導力を一層の向上させるとともに、家庭と連
携した取組を進めることが必要である。

４－（７）学び続ける教員の育成と学校マネジメントの確立

【基本方針】
①系統的な人材育成の実施
教員採用方針・教員育成方針を策定し、系統的な人材育成を実施します。

②学校訪問指導や研修等の充実
学校訪問指導や研修等のシステムを抜本的に見直し、教科指導や学校マネジメント等の実践力の育成、効
果を検証できる指導・研修システムの構築・実施に取り組みます。また、意欲のある教員を支援するため、自
主研究組織の活性化を促進するとともに、教員の多忙感の解消に向けた取組を進めます。
③管理職のマネジメント力の向上
社会や教育環境の急激な変化に的確に対応するために、管理職の意識改革を図ります。また、管理職専用
の相談窓口を設置するとともに、管理職の個別支援を実施します。このほか、指導・研修システムの中で管理
職に必要な実践的なマネジメント研修の強化を図ります。
④「学校活動の見える化」の推進
保護者の多様な価値観、ニーズに対応するために、「学校活動の見える化」を推進します。

⑤教職員の健康管理対策の推進
教職員一人一人が心身の健康を保持・増進し、資質能力を十分に発揮することができるよう、教職員の健康
管理のための取組を推進します。

①系統的な人材育成の実施〔学校企画課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・優秀な人材確保のため、教員採用について、 ・募集説明会の拡大、大学への細やかな訪
募集説明会を県外６会場に、大学訪問を30大 問は、採用試験の出願者維持につながって
学に増やして実施。また、受験年齢制限を撤廃 いる。また、年齢制限撤廃は県内外から優
し、59歳まで受験可能とする変更を行った。 秀な人材の確保につながった。
〔取組の対象：教員志望者〕 ・山陰教師教育コンソーシアムで実施する諸
・「島根県公立学校教員人材育成基本方針」に プログラムは、とくに中堅層の教師力向上に
基づき、系統的な研修により資質能力の向上を 寄与している。
行った。また、山陰教師教育コンソーシアムの 【今後の対応】
取組の中で、現職教員派遣、教職大学院派遣 ・教員採用について、小学校における外国語
など大学と連携しながら、系統的な人材の育成 必修化等の動きを考慮する。
を推進した。 ・スクールリーダー養成に向けて、今後も計画
〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の教 的な人材派遣を進めていく。
員〕
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②学校訪問指導や研修等の充実〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・研修を精選・重点化するとともに、月曜日・火曜 ・指導主事が学校に出かけて校内研修を支
日を研修を行わない日に設定し、校内研修の 援することで、全教職員が同じ研修を受ける
時間を確保した。 ことができ、学校の組織的な取り組みにつな
・指導主事が各学校に出向き、学校の課題等に がった。
応じた校内研修が活性化するように体制を整え 【今後の対応】
た。 ・校内研修を活性化させるための支援を今後
・単発型の学校訪問指導に加え、学校の自主的 も継続していく。
・組織的な授業改善の取組を支援するための
継続型の学校訪問を実施した。
〔取組の対象：全校種の教員〕

③管理職のマネジメント力の向上〔学校企画課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・管理職を対象とした研修では、自校のSWOT分 ・自校や地域の課題に基づく実践的な研修
析を行い、それに基づく協議を行うなど、実践 が、管理職のマネジメント力向上の機会とし
的な内容を盛り込んで実施した。 て有効に機能している。
・学校企画課の嘱託職員２名（元校長）が県内全 ・管理職にとって、日常的にベテランの相談
域を学校訪問し、課題の抽出、管理職への助言 役がいることは、管理職のOJTの観点から極
を行った。 めて効果がある。
・管理職候補として各学校から推薦された教員を ・ミドルリーダー宿泊研修については、学校マ
対象に、ミドルリーダー宿泊研修を実施した。 ネジメント力の育成に重点をおいた効果的
〔取組の対象：公立学校の管理職、管理職候補〕 な研修が実施できている。

【今後の対応】
・Off-JT（管理職研修）、OJT（嘱託職員から
の助言）双方から管理職のマネジメント力の
向上に取り組む。
・意欲ある中堅層の計画的な育成に引き続き
取り組む。

④「学校活動の見える化」の推進〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・家庭や地域住民との連携・協働の推進に向け、 ・学校から家庭・地域への情報提供はすべて
各学校が学校の教育活動やその他の学校運営 の学校で行われており、保護者や地域の方
状況に関して、学校だよりやWeb等を通じて積 を評価委員とした学校関係者評価をすべて
極的に情報提供を行い、県教育委員会が作成 の学校が実施している。
した学校評価ガイドブック等を活用するなどし 【今後の対応】
て、学校評価が実効性ある取組になるよう、働き ・今後も、情報提供のさらなる充実と、学校・
かけをした。 家庭・地域をつなぐ学校評価となるよう働き
〔取組の対象：全校種の保護者及び地域住民〕 かけていく。
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⑤教職員の健康管理対策の推進〔福利課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体制の ・精密検査の受診率が依然として低い。
整備・充実、メンタルヘルス研修会・心とからだ ・平成28年度から導入したストレスチェック制
の健康相談及び職場復帰支援の取組みの実 度が円滑に実施できた。
施、過重労働による健康障害防止の取組等を ○ストレスチェック制度
実施した。 ・受検率 79.7％
・精密検査の受診率向上については、総合病院 受検者2,960人/対象者3,714人
より身近で受診しやすい「かかりつけ医」の受診 ・高ストレス者 227人(7.9％)
について、本人及び所属長あて文書通知等に 受検者2,960人中、判定ができた2,869人の
より周知した。 うち高ストレス者は227人
・また、本人への通知後１ヶ月を経過しても受診 ・医師による面接指導 9人
の報告がない場合は、所属長を通じて受診確 【今後の対応】
認及び受診勧奨を行い、さらに１ヶ月経過時に ・精密検査の受診率向上については、対象
受診報告がない場合は、福利課長から所属長 者への通知後1ヵ月経過しても受診の報告
あてメールで受診確認及び受診勧奨依頼を行 がない場合は、所属長を通じて受診確認及
った。 び受診勧奨を行い、さらに1ヵ月経過しても
・メンタルヘルス対策については、平成28年度か 受診報告がない場合は、福利課長から所属
らストレスチェック制度を導入し円滑な実施に努 長あてメールで受診確認及び受診勧奨依頼
めた。 を行う。
・メンタルヘルス対策は、特に一次予防が重要で ・メンタルヘルス対策については、引き続き県
あることから、教職員一人一人がストレスや心の 立学校における臨床心理士による巡回相談
健康について正しく理解し、ストレスケアの方法 を活用した校内研修会開催を働きかけるな
等を修得できる研修の機会を増やすよう、県立 ど、研修機会の拡充を進める。
学校における臨床心理士による巡回相談の場 ・ストレスチェック制度については、教職員へ
を活用した校内研修会開催拡大の働きかけや、 の制度の周知を十分に行い、円滑な実施を
本庁等職員を対象にした人権・同和問題職場 図るとともに、教職員自身によるセルフケア
研修とセットでの研修会の開催等に取り組んだ。 や管理監督者によるラインケア等との連携に
【平成28年度の実績】（ ）内は平成27年度 努める。
・定期健康診断等受診率
定期健康診断…99.5％(99.3％)
精密検査………69.6％(63.9％)
・メンタルヘルス研修会参加者
管理監督者対象…75人(66人)
全教職員対象……58人(58人)
本庁等職場内研修会…167人(191人)
県立学校内研修会……500人(575人)
公立学校共済組合共催研修会…56人(13人)
〔取組の対象：教育庁・県立学校の教職員〕

【総合評価】
教員採用において工夫・改善を進め、受験者拡大の面で成果を上げることができた。

教員研修については、校内研修の時間を確保し、学校全体で研修を行うことで、管理職

だけでなく、組織的な取組につなぐことができた。

管理職のマネジメント力の向上については、ミドルリーダーの育成に重点をおきながら

取り組みを本格化させていく段階である。

また、教職員の健康管理対策では、教職員の精密検査の受診率が依然として低く、所属
長による未受診者への受診勧奨の徹底など、引き続き受診率向上のための取組みが必要で

ある。

メンタルヘルス対策についても、精神疾患による休職者の割合が依然として高く、既存

の相談窓口による対応や研修機会拡充等も含め、引き続き一次予防(メンタルヘルス不調の

未然防止)を中心に取り組む必要がある。
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４－（８）安全・安心な教育環境の整備

【基本方針】
①学校内外における安全確保の推進
引き続き、学校施設の耐震化・老朽化対策等を進めるとともに、学校と地域の連携による危険箇所の把握や
交通安全の取組を進めます。あわせて、防災教育、安全教育を計画的、継続的に取り組みます。
②危機管理対応の充実強化
様々な危機事案が発生することを念頭に危機管理対応の強化を図り、事案発生時の実動力を確保します。

③学校給食の衛生対策・アレルギー対策、学校の感染症対策の充実
学校給食における衛生対策やアレルギー対策を関係部局等と連携を図りながら充実させます。また、学校
におけるインフルエンザをはじめとした感染症等への迅速な対応を図ります。

① 校内外における安全確保の推進
〔教育施設課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・市町村において公立小・中学校施設の耐震化 ・県内の公立小・中学校の校舎等耐震化率は
や老朽化対策を適切に進められるよう、国庫補 95.2％であり、100％に達していない。
助の申請にあたり技術的助言を行った。 ・国の予算不足により、年度当初に国交付
・また、国の補助制度における、補助単価の引き 金が市町村要望どおり採択されないケース
上げや、補助事業の下限額見直しなどについ があり、老朽化対策を計画的に進めにくい。
て、国に対し関係団体を通じて要望を行った。 【今後の対応】
・県立学校については校舎等の耐震化が完了 ・校舎等及び非構造部材の耐震化が遅れて
し、非構造部材の耐震化に引き続き取り組ん いる市町村に対し、ヒアリング等を通じて早
だ。 期の耐震化対策の完了を促していく。
〔取組の対象：公立学校〕 ・引き続き、耐震化・老朽化対策予算の確保

や、補助事業の運用改善について、様々な
機会を通じて国に要望していく。
・県立学校においては、大規模修繕事業によ
る老朽化対策や、非構造部材の耐震化を計
画的に進める。

〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・学校安全担当者への研修（災害安全・交通安 ・県内５か所で開催した学校安全研修は、日
全・生活安全研修、プール管理研修など）を実 赤島根県支部から講師を招いて心肺蘇生法
施し、学校安全全般にかかる指導力の向上を の実技講習を実施した。子供用の人形を用
図った。 いたりすることで、より実態に即した研修を
〔取組の対象：全校種の教員〕 行ったことにより、担当者の理解力が深まっ

た。
【今後の対応】
・学校安全研修は今年度から3領域それぞれ
の研修を独立させ、毎年2領域ずつを県内２
会場で開催する。中央から講師を招き、より
専門的な内容を提供することで、各学校で
の学校安全に関するミドルリーダーの育成を
図る。
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②危機管理対応の充実強化
〔総務課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・平成26年度に、島根原発30ｋｍ圏内の全ての ・各学校及び関係市教育委員会とも、被害状
学校が作成した原子力災害発生時の対応を定 況を想定しながら、各学校のマニュアルの
めたマニュアルの実効性を高めるため、島根県 手順や関係機関の対応の手順を確認するこ
原子力防災訓練に合わせて、各県立学校及び とができた。
関係４市教育委員会と情報伝達訓練を行った。 【今後の対応】
〔取組の対象：県立学校の教職員〕 ・今後も対応マニュアルの実効性を担保する

ため、原子力防災訓練訓練に合わせて、情
報伝達訓練を実施するとともに、地域防災
計画等の変更等がある場合には、対応マニ
ュアルの改訂作業の支援を行う。

〔教育指導課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・学校危機管理の手引きに基づく危機管理体制 ・危機管理に対する意識の向上と、指導者と
について、学校安全研修等を通じて各学校の しての資質の向上がみられた。
取組を支援した。 【今後の対応】
・管理職研修において、リスクマネジメントに関す ・各学校で作成されている学校安全計画や
る講座を実施し、学校危機管理の強化を図っ 危機管理マニュアルの見直しを図りつつ、
た。 実態に合わせた危機管理対応を行うよう、
〔取組の対象：全校種の教員〕 指導していく。

③学校給食の衛生対策・アレルギー対策、学校の感染症対策の充実〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・学校管理職及び市町村教育委員会に対して、 ・ 28年度の学校給食への異物混入事案は７
食物アレルギー症状発症時や異物混入事案が 件であった。（27年度３件）いずれも、異物確
発生した際には、「学校危機管理の手引」に沿 認後、喫食中止等の対応が速やかになさ
った対応をとることを周知徹底した。 れ、児童生徒の健康被害はなかった。
・調理場訪問を行い、衛生面での課題を把握し、 ・研修会や調理場訪問を重ねることで、学校
改善に向けて指導した。 給食関係者の衛生管理意識が高まり、調理
・管理職、養護教諭に対して、感染症情報収集 場ごとに改善に向けた適切な取組がなされ
システムの入力に係る校内体制を整えること、シ た。
ステムを活用して早期に情報を収集し予防を講 【今後の対応】
じることを周知徹底した。 ・学校給食への異物混入や食中毒について
○感染症情報収集システムの加入率・入力率 は、学校給食関係者研修会や栄養教諭研
小・中・高等学校・特別支援学校：100％ 修において危機管理意識の一層の向上を

〔取組の対象：小・中・高校・特別支援学校の教 図るとともに、市町村教育委員会、保健所等
職員〕 と連携し危機管理体制の改善を促す。

・文部科学省配布の「学校のアレルギー疾患
に対する取組ガイドライン」及び同概要版、
研修用映像資料、島根県食物アレルギー対
応ハンドブックの活用を促進する。
・学校等欠席者・感染症情報システムを活用
し、関係各課と連携しながら感染症対策を
行う。
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【総合評価】
県立学校の校舎等の耐震化は平成27年度末で完了したが、市町村の公立小・中学校

の耐震化率はまだ100％に達していない。今後とも、県内の公立小・中学校施設並びに
県立学校施設における非構造部材を含む耐震化や老朽化対策の計画的な推進を図り、
学校施設の安全を確保する。
また、様々な危機管理事案への対応については、学校安全研修等による教職員の危

機管理意識の向上や各種対応マニュアルの不断の点検などを通じて、引き続き危機管理
体制の確立を図っていく。
学校給食の衛生対策、アレルギー対策、感染症対策については、研修会や講習会を

通して、危機管理意識を高めることができた。学校危機管理手引や市町村教育委員会
の危機対応方針の確認、各校の危機管理マニュアルの点検によって、実効性のある危
機管理体制を整える必要がある。

４－（９）学校・家庭・地域の連携・協力による教育の推進

【基本方針】
①地域全体で子どもを育む取組の充実
学校・家庭・地域が、それぞれの役割と責任を十分自覚するとともに、互いに信頼し合える関係を

築きながら、地域全体で子どもを育むための連携・協力の充実を図ります。
②子どもを支える大人の学習機会の充実
家庭や地域において子どもを育むために必要とされる資質の向上を図る取組を推進します。

③社会教育主事の専門性を生かした「学社連携・融合」の推進
社会教育主事の資格を持つ教員の小・中学校への配置を促進するとともに、学校・家庭・地域が連

携・協力した社会教育を推進します。

①地域全体で子どもを育む取組の充実〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業の ・地域の教育力を生かした学校支援及び放
市町村担当者やボランティア等の研修を実施し 課後の子どもの居場所づくりが進んだ。
た。 ・事業関係者が研修で学んだ事業のポイント
・結集！しまねの子育て協働プロジェクト事業関 や他地域の取組を各地域で共有することが
係者等が集まり、実践発表交流会を実施し、島 できた。
根の子どもを支える人の実践発表や協議を通し 【今後の対応】
て、各地域での実践の充実と地域全体で子ども ・参画する地域住民の更なる気運醸成を図
を育む気運の向上を図った。 り、各取組において効果がより高まる事業展
・市町村が実施する学校支援、放課後支援、土 開を行う。
曜日の教育支援、地域未来塾、家庭教育支援 ・事業の成果を他の事業にもつなげ、事業間
の各事業を通して、地域全体で子どもを育てる のネットワークを図るための統括コーディネ
取組への支援を行った。 ーターの発掘・養成等の体制整備を働きか
・15市町村において「学校支援」に取り組む小中 ける。
学校の割合が72％ (H27:69％ )に上昇し、学校
支援活動に参加する地域住民が約11万人に増
加した。
・全市町村において実施された「放課後支援」
は、全小学校区の75％(H27:71％)に上昇し、約
34,800人の大人が地域ボランティア・教育活動
サポーター等として参加した。
〔取組の対象：ボランティア、親学ファシリテータ
ー、家庭教育支援員、県市町村社会教育担当
者、公民館等職員、社会教育主事等〕
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②子どもを支える大人の学習機会の充実〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・親学プログラム （子育て等に関わる学習研修 ・親学プログラムのファシリテーターの養成が
会）を全市町村で実施したほか、親学プログラ 着実に進んでいる。
ム２（わが子だけでなく他の子・他の親等との関 ・家庭教育支援に携わる地域関係者の資質
係性を学ぶ学習研修会）を実施した。 向上を図ることができた。
・県が養成したファシリテーターが進行する親学 【今後の対応】
プログラム（２を含む）の研修は220回開催・延 ・親学プログラムの活用を一段と進めることに
べ参加者数5,935人であった。 よって、家庭教育支援に携わる地域関係者
・県内４つのＰＴＡ連合会による連合組織（島根 の資質向上を更に推進する。
県ＰＴＡ連合会合同連絡協議会）と共同で合同
研修会を実施した。
〔取組の対象：親学参加者、親学ファシリテータ
ー〕

③社会教育主事の専門性を生かした「学社連携・融合」の推進〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・６市９町１村へ22名の社会教育主事を派遣し、 ・社会教育主事が研修で学んだポイントやス
市町村の実情に応じた学校・家庭・地域の連携 キルを公民館職員等の社会教育実践者へ
体制づくりを推進した。 「ふるさと教育 」 、 「結 の指導・助言に有効に活用した。
集！しまねの子育て協働プロジェクト」、 「公民 ・こうしたことにより、学校・家庭・地域の連携
館支援」等の事業を円滑に実施した。 や協力が進んだ。
・社会教育主事の資質向上を図る研修会を８回 【今後の対応】
開催し、延べ参加者数は272人であった。 ・社会教育主事の専門性を生かし、それぞれ
・派遣社会教育主事を受け入れている市町村に の市町村の実情に応じた学校・家庭・地域
おいては、「学校支援」を実施した小中学校の の連携・協力による実践活動を支援するとと
割合が86％ (H27:82％ )、 「放課後子ども教室」 もに、より効果的な事業実践を行う。
を設置した小学校区の割合が79％(H27:74％)と
なった。
・広島大学で開催される社会教育主事講習に小
中学校教員を派遣したほか、県社会教育研修
センターにおいて、市町村職員等を対象とする
社会教育主事講習を開催した。
〔取組の対象：社会教育主事〕

【総合評価】
学校支援、放課後支援、土曜日の教育支援、家庭教育支援にかかわる地域の大人が

増加し、地域全体で子どもを育てる気運の醸成と体制づくりを進めることができた。
また親学プログラムのファシリテーターが着実に養成されており、同プログラムを活
用した大人の学びの機会が年々増加している。

４－（10）社会教育の振興

【基本方針】
①公民館活動の充実による「地域力」の醸成
公民館等を拠点に、住民が地域の抱える課題に対する理解を深め、解決に向けた実践活動を推進し、

「地域力」（自治・自立の理念に基づく地域の底力）を高める取組を推進します。
②社会教育研修センターにおける指導者養成機能の充実
住民の学びや実践活動を支援する指導者の養成を推進します。また、社会教育関係者が社会教育の

振興、生涯学習の推進を図ることができるよう、情報提供や相談対応等の取組を進めます。
③社会教育施設・青少年教育施設における学習支援機能の充実
社会教育施設（図書館）における学習支援の取組を充実させ、県民の生涯学習を推進するとともに、

青少年教育施設（県立青少年の家、県立少年自然の家）における青少年の様々な体験活動の充実を図
ります。
④青少年の人材育成の推進
公民館等が行う地域づくり活動への参加などを通して、地域を活性化しようとする青少年の育成を

推進します。
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①公民館活動の充実による「地域力」の醸成〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・地域課題解決型公民館支援事業により、課題 ・各事業を実施した公民館において、地域課
解決のための学びの機会を提供し、地域づくり 題を主体的に解決しようとする住民団体が
を担う人材の育成が図られた。（25地区、35館） 育成され、実践活動に向けた取組が見られ
・ふるさと体験活動モデル事業により、子どもの るようになった。
体験活動の充実に関わる地域住民が育成され ・成果発表会・体験活動フォーラムの開催や
るなど、地域力の醸成が図られた。（12館） 実践事例をまとめた冊子を配付することによ
・公民館ふるさと教育推進事業により、中学校区 り、地域づくりを担う人づくりを進める公民館
単位の複数の公民館が連携して「ふるさと教育」 等の役割の重要性を広めることができた。
を行った。（28中学校区、83館） 【今後の対応】
・多世代がつながる地域づくりモデル事業によ ・各種事業の実施や事例集の発行等を通し
り、地域を担う次世代の育成や世代間の交流が て公民館活動の充実を図り、地域力を高め
図られた。（５館） ていく。
・各公民館等が行った地域力醸成のための実践
内容を事例集にまとめ、県内の全公民館等や
県外の関係者へも配布し、広く情報発信した。
〔取組の対象：地域住民〕

②社会教育研修センターにおける指導者養成機能の充実〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・市町村の社会教育関係者や公民館職員、家庭 ・市町村等や関係団体において、学習支援
教育支援関係者などを対象に、専門的知見（学 事業を企画・実施・運営できる社会教育実
びや気づきを促すスキル・ポイント ・マインドな 践者が増加した。
ど）を提供する人材養成研修を実施した。 【今後の対応】
○対象者別研修：６講座（参加者：430人） ・引き続き、地域において住民の学習活動を
○その他の研修：４講座（参加者：475人） 支える社会教育指導者等の養成を行い、人
○市町村支援事業における研修（参加者： 材養成と調査・研究に特化した取組を進め
1,253人） る。学習成果が個人内にとどまらず、地域課

・親としての役割や子どもの関わり方の気づきを 題の解決に向けた実践活動に結びつくよう
促すための研修会を進行する手引書（マニュア 指導者養成に力を入れていく。
ル）「親学プログラム」の普及のために養成した ・市町村の社会教育指導者・担当者、公民
親学ファシリテーター（進行役）による「親学プ 館関係者などの社会教育実践者や指導者
ログラム」を活用した学習会が220回開催され、 のスキルアップやプログラム企画等に役立
延べ参加者数は5,935名であった。 つ情報誌を今後も継続して発行する。
・情報誌「しまねの社会教育だより」を発行し、市
町村の社会教育・生涯学習に関わる指導者・担
当者に、県の社会教育行政の取組内容や市町
村の実践事例等の情報を提供した。
・学習情報の提供や相談対応、教材の貸出・閲
覧業務等を行った。
・西部社会教育研修センターでは、放送大学生、
視聴体験希望者に放送大学の授業教材（ＣＤ・
テープなど）の室内視聴や貸出を行った。
〔取組の対象：研修参加者、一般県民〕

③社会教育施設・青少年教育施設における学習支援機能の充実〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・社会教育施設等における学習支援充実のた ・県立図書館が中心となって、公共図書館職
めには、専門的力量を有する人材の配置が重 員や学校図書館職員等を対象とした各種研
要であることから、図書館、青少年の家、少年 修会を開催したことにより、職員等のスキル
自然の家に必要な司書や社会教育主事を配置 向上や資質の向上を図ることができた。
した。 【今後の対応】
・地域における学習支援機能の充実のため、県 ・今後も県内すべての公立図書館サービスの
内各地で、図書館関係職員研修やボランティア 充実や公立小中学校における学校図書館
研修、親子読書関連研修などを開催した。 の充実や活用を推進するため、図書館の司
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○図書館関係職員（初任・専門・出前講座等） 書、ボランティア等の専門性や資質を高める
研修：13回（参加者：204人） ための人材養成研修に継続的に取り組む。
○島根県図書館協会関連研修：2箇所（参加
者：84人）
○ボランティア研修、親子読書アドバイザー講
座等：9箇所（参加者：341人）
○親子読書関連研修（保護者、保育士、学校
司書等）：42箇所（参加者：1,305人）

〔取組の対象：司書、社会教育主事〕

④青少年の人材育成の推進〔社会教育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・若者の地域参画促進を目的として、大学生によ ・若者の地域参画促進事業では、県立大学
る企画・提案事業（西部１公民館）を実施した。 浜田キャンパスの学生を中心に、地元の若
・上記事業の実践内容を基に、若者を地域活 者が地域活動に参加する機会が増えた。
動に巻き込むためのポイント等を報告書にま ・地域課題解決型公民館支援事業を通して、
とめ、県内の全公民館等や県外の関係者へも 当該地域において地域活動に参画する若
配布し、広く情報発信した。 者集団の活動が活性化した。
・地域課題解決型公民館支援事業により、地域 また、その取組は地域の枠を超えた若者同
活動に参画する若者の育成や、青少年の人材 士の交流へつながり、他地域へと広がりを
育成に関わる大人の育成を行う公民館等を支 見せた。
援した。 【今後の対応】
〔取組の対象：地域住民（若者）〕 ・今後は、モデル事業をもとに若者の地域参

画を促進する取組をさらに推進していくとと
もに、公民館等の働きかけやポイントについ
て検証をする必要がある。

【総合評価】
社会教育研修センターでは、社会教育指導者の養成を計画どおりに実施した。
また、各種公民館活動等を通して、地域力向上のための取組や地域を担う人づくり

を積極的に行った。
今後も地域力醸成及び人材育成の取組を継続して実施する必要がある。

４－（11）生涯・競技スポーツの推進

【基本方針】
①スポーツ活動等に参加しやすい環境づくりの充実
生涯にわたって県民誰もがスポーツ・レクリエーション活動に参加できるようにするため、体験す

る機会の提供や指導者の派遣など、参加しやすい環境づくりを進めます。
②競技の普及、競技力の向上の一体的な推進
競技人口のすそ野を広げ、優秀な競技者を発掘して強化・育成するという、競技の普及と競技力の

向上を一体的に推進します。また、スポーツを「する」選手・指導者、「見る」観戦者・応援者、「支
える」地域の運営・支援体制の連携強化を進めます。
③ジュニア層を中心とした競技力向上の推進
中国ブロックで開催する平成 28 年度全国高等学校総合体育大会、平成 30 年度全国中学校総合体育

大会の準備・開催を契機に、ジュニア層を中心とした競技力向上を図ります。
④運動部活動の活性化と指導者の育成の充実
運動部活動の活性化により、競技力向上を図るとともに、運動部活動の指導者の確保と資質の向上

を図ります。
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①スポーツ活動等に参加しやすい環境づくりの充実〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・ 10月のスポーツ推進月間を中心に、県内各地 ・スポーツに取り組んでいる人の割合が微減
で年間を通じてスポーツ・レクリエーション祭を （H27:36.4%→H28:36.1% 県政世論調査よ
開催し、様々な種目を体験する場・機会を設け り）
た。（23種目・39会場） 【今後の対応】
・健常者と障がい者がスポーツ・レクリエーション ・スポーツに取り組んでいる人の割合は微減
活動を通じて交流を深めることを目的とするモ したが、今後取り組んでみたいと考えている
デル事業を５団体で実施した。また、スポーツ・ 人の割合は、昨年度よりも増加した。また、
レクリエーション祭のスタッフやスポーツ推進委 スポーツ・レクリエーション祭では、障がい者
員を対象に、障がい者の理解・支援についての の参加も徐々に増えている。こうしたことか
研修を実施した。 ら、今後も市町村や関係団体と連携し、誰も
・各関係機関・団体において、スポーツ・レクリエ が気軽に参加できるスポーツ・レクリエーショ
ーション活動に関する情報を常時ＨＰ等で更新 ン活動の機会の提供を充実させる。
するとともに、10月のスポーツ推進月間には、県 ・しまね広域スポーツセンター等と連携し、健
立図書館でスポーツ・レクリエーションに関する 常者と障がい者がスポーツ・レクリエーション
ポスターやリーフレット等展示した。 活動を一緒に楽しむための取組や障がい
・しまね広域スポーツセンターと連携し、総合型 者、障がい児のスポーツ・レクリエーション活
地域スポーツクラブの設立・育成の支援や地域 動を推進する取組の普及・啓発を図る。
スポーツ指導者のスキルアップ研修等実施し ・スポーツに関する関係団体・指導者が一同
た。 に会する場を設け、それぞれがもつ情報の
〔取組の対象：一般県民〕 共有化を図り、連携を推進する。

・今後も関係機関・団体におけるスポーツ・レ
クリエーション活動の情報を共有し、ＨＰ等
で更新するととともに、マスコミ等を活用した
情報発信を積極的に行う。また、総合型地
域スポーツクラブの周知や自立運営のため
の指導・助言等行いながら、地域住民のス
ポーツ・レクリエーション活動への参加意欲
を高める。

②競技の普及、競技力の向上の一体的な推進〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・国民体育大会での総合成績の向上を目的に、 ・成年の入賞種目数は昨年度より４つ増え11
国体強化選手を対象とした県外遠征や招請合 種目で、成年の入賞種目数を増やすことが
宿等を実施するとともに、県外の優秀な指導者 できた。少年の部で活躍した選手が成年の
を招聘し、県内指導者の研修会を実施した。 部においても上位入賞するといった、少年
・ジュニア選手の体作りや、怪我やドーピング予 の強化が成年につながる流れができつつあ
防のために、医科学的な専門知識を持ったスポ る。
ーツトレーナーやスポーツ栄養士、スポーツファ 【今後の対応】
ーマシストを、学校や競技団体（重点校や県大 ・国体での入賞実績に基づいた成果主義に
会でベスト４以上の部活動やチーム）に派遣し より国体強化選手を指定し、県外遠征や招
て、トレーニング指導やアスリートとしての食事 請合宿等の年間を通した強化を図る。
のとり方などを指導した（33校３団体に延べ527 ・競技団体が計画する中長期的な普及・強化
名を派遣）。 事業に対して支援し、ジュニアから成年まで
・国体や国体ブロック大会において、選手がベス 継続的に競技スポーツの推進に取り組んで
トなコンディションで競技に挑むことができるよう いく。
に、スポーツトレーナーや支援コーチを派遣し ・各競技団体が行う、競技人口の拡大とそれ
た。 に関わる指導者の養成などへの取組に対す
・競技をする人や競技に関わる人を増やし、スポ る助成を行い、各競技の普及と強化を図る。
ーツをとおして地域を活性化させるために、各 ・専門的な知識を持ったトレーナーやスポー
競技団体が地域と一体となって独自に行う普及 ツ栄養士等のサポートによる、選手の体作り
・強化事業に対して事業費を助成した（36競技 や怪我の予防について支援する。
団体）。
〔取組の対象：競技スポーツ者〕
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③ジュニア層を中心とした競技力向上の推進〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・高校生や中学生の全国大会で多くの選手が活 ・中学生と高校生の全国大会における入賞種
躍するために、高校重点校指定競技や中学生 目数は、昨年度の58種目から73種目へ増や
指定競技の選抜選手の県外遠征や県外の強豪 すことができた。
校の招請合宿などを実施した。 ・地元島根県で開催された全国高等学校総
・平成28年度全国高等学校総合体育大会中国 合体育大会ではテニス競技の優勝者をはじ
ブロック開催で、地元選手が活躍するため、高 め、28名の入賞者を出すことができた。
校生の県外遠征や招請合宿等を実施した。 ・今年度より国体において導入された女子ラ
・県西部において、競技スポーツの普及を目的と グビーでは、４位に入賞するなど、国体の新
して、小中高と地域をあげて競技力の向上が継 種目に対応できた。
続的に見込まれる競技の高校における部活動 【今後の対応】
を西部拠点校として指定して、県外遠征を実施 ・高校重点校や中学生指定競技の選抜選手
した。 の県外遠征や招請合宿などにより、ジュニア
・国体競技として近年新たに導入されたオリンピ 層の一貫的な強化事業を展開する。
ック女子競技種目（高校生）の県外遠征を実施 ・隠岐地区についても、地域をあげて競技力
した。 の向上が継続的に見込まれる競技の、高校
・全国大会で上位入賞するなど、将来においてさ における部活動を指定して県外遠征を実施
らなる活躍が期待できる選手について、県外遠 する。
征を実施した。
〔取組の対象：競技スポーツ者（少年）〕

④運動部活動の活性化と指導者の育成の充実〔保健体育課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・高等学校を対象に、競技種目を特定し、学校や ・「特別体育専任教員制度」、「スポーツ推進
地域スポーツの活動を活発にし、特色ある学校 教員制度」による優秀な指導者の配置によ
づくりを目指すことを目的とした「特別体育専任 り、競技力の向上を図ることができた。
教員制度」、及び本県の競技スポーツにおける ・「重点校制度」、「スポーツ特別推薦制度」、
高校生の選手強化や競技力向上を図るための 「地域スポーツ指導者派遣事業」をとおして
「スポーツ推進教員制度」により、指導者の育成 運動部活動の活性化を図ることができた。
に取り組んだ。また、全国レベルの大会におい ・全国高校総体において３種目の優勝を含
て活躍する選手の競技力向上を図るため、「高 め、計28名の入賞者を輩出した。（過去最高
校重点校制度」により、県外遠征や県外強豪校 数）
の招請を行い、選手育成にも取り組んだ。 【今後の対応】
・部活動顧問や専門的な指導教員の不足のため ・「地域スポーツ指導者派遣事業」と「部活動
運動部活動指導者を必要としている中学校及 指導員」の棲み分けも視野に入れ、部活動
び高等学校に「地域スポーツ指導者派遣事業」 の活性化を図っていく。
を利用し、180名の地域の優秀な指導者を派遣 ・全国レベルの優秀な指導者を招致し、指導
した。また、運動部活動指導者の指導力向上を 法及び実技の研修を実施することで、指導
図るため、「中・高種目別研修会」を実施した。 者の資質や指導力向上を図る。
〔取組の対象：競技スポーツ者（少年）〕

※「生涯・競技スポーツの推進」に関する次の事項については、「平成28年度教育委員会の特徴的な動き」
として記載しました。
○全国高等学校総合体育大会中国ブロック大会の開催：１５ページ

【総合評価】

少年の競技力向上、指導者の育成については概ね目標は達成できた。成年の強化に
ついては課題が残るが、少年の強化がそのまま成年につながる例もあり、その良い流
れの構築を考える。
また、スポーツ活動に参加しやすい環境づくりを進めた上で、スポーツ愛好家の裾

野を広げていく必要性がある。
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４－（12）文化財の保存・継承と活用

【基本方針】
①文化財の保存・継承の推進
様々な文化財が良好な状態で次世代に継承されるよう、新たな文化財の指定、選定を行うとともに、

保存、継承活動などへの支援を行います。
②歴史文化情報の全国発信の充実
「神々の国しまね」プロジェクトなどにより高まった本県の歴史文化への関心を維持し、高めてい

くため、関係部局と連携を図りながら、県内外への継続的な情報発信を展開します。
③歴史文化の調査研究の推進
島根固有の歴史文化の調査研究を推進します。

④古代出雲歴史博物館などの活用推進
古代出雲歴史博物館などの施設では、展示機能や教育機能を中心に情報発信力を更に強化し、利用

を促進します。
⑤石見銀山遺跡の保全管理と情報発信
石見銀山遺跡の調査研究を進め、全容解明に向けて取り組むとともに、遺跡を適切に保全し、分か

りやすく伝えていくための整備、活用、情報発信を大田市と連携して進めます。

①文化財の保存・継承の推進〔文化財課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・修理・整備の緊急性の高い建造物、美術工芸 ・文化財の所有者及び所在市町村教育委員
品及び史跡を中心に、43件の文化財について 会と文化財の保存状況について情報を共有
保存のための助成を実施した。 しつつ、計画的に修理・整備を実施すること
・文化財の指定・登録に向けて市町村とともに取 ができた。
り組みを推進した。 ・新たに県有形文化財１件、県史跡２件が指
・県指定無形文化財の伝承者養成にかかる助成 定され、国史跡１件、県有形民俗文化財１
を行った。 件、県史跡１件が追加指定された。
〔取組の対象：一般県民〕 ・文化財の指定や整備の取り組みが日本遺

産認定にもつながるなど、県民の文化財を
活用した地域づくりに関心が高まった。
【今後の対応】
・国、市町村と連携して文化財の修理・整備
が計画的に実施されるよう努める。
・県内の優れた文化財のうち未指定のものに
ついて、その価値を調査・研究し新たな指
定を目指す。

②歴史文化情報の全国発信の充実〔文化財課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・出雲国風土記をはじめとする島根の歴史文化 ・県外で実施したシンポジウム・講座等には
に関するシンポジウム・連続講座等の開催によ 年間約5,600人の参加者を集めることができ
り、首都圏、関西圏を中心に歴史文化の情報発 た。またその反応も良好で、島根の歴史文
信を通年で行った。 化に対する興味・関心を高めることができ
・５県共同による古代歴史文化賞を実施した。 た。
・14県共同による古代歴史文化共同研究を進め 【今後の対応】
るとともにシンポジウムを開催した。 ・調査・研究の成果を基に、島根の歴史文化
・ 「写真集 出雲国風土記紀行」等の出版やＨ の魅力を効果的、継続的に県外へ情報発
Ｐ、ＳＮＳなどの様々な広報媒体を活用し、島根 信していく。また、他県との連携により歴史
の歴史文化を情報発信した。 文化に対する全国的な関心が高まるよう取り
〔取組の対象：一般県民、観光客〕 組みを推進する。
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③歴史文化の調査研究の推進〔文化財課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・島根の考古、古代史、中・近世史、民俗の４分 ・古墳時代の玉の変遷過程が明らかになるな
野に関する基礎的な調査・研究を行った。 ど、多くの調査・研究の成果を得られた。
・たたら製鉄の成立過程、古墳時代の玉類、隠 ・研究成果を基に実施した古代出雲歴史博
岐の祭礼と芸能等をテーマとした調査・研究を 物館の２つの企画展には約33,000人の観覧
行った。 者があったほか、県内各地での講座開催に
・ 「近世・近代の石見焼き」、「出雲国風土記」の より、調査・研究の成果をタイムリーに県民
研究成果を基に、古代出雲歴史博物館で「い に伝えることで、歴史文化に関する関心を
わみもの」、「出雲国風土記」の２つの企画展を 高めることができた。
実施した。 【今後の対応】
・調査研究の成果として、報告書を４冊刊行し ・基礎研究を継続するとともに、島根の特徴
た。 的な歴史文化をテーマに設定した調査研究
〔取組の対象：一般県民、観光客〕 を行い、研究成果の情報発信を様々な形で

行う。

④古代出雲歴史博物館などの活用推進〔文化財課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・古代出雲歴史博物館では年５回の展覧会を開 ・県内外から古代出雲歴史博物館には年間
催したほか、博学連携プログラムにより小・中・ 242,000人、八雲立つ風土記の丘には年間
高校の利用促進を図った。 24,000人の来館者があり、島根の歴史文化
・八雲立つ風土記の丘では、企画展等を年６回 の持つ魅力をアピールすることができた。
開催したほか、土器などの製作体験教室、こど ・古代出雲歴史博物館の博学連携プログラム
もまつり等の様々な普及交流事業を実施した。 には小・中・高校あわせて104校、約5,600人
〔取組の対象：小・中・高校の児童･生徒、一般県 の利用があり、県内の児童・生徒に対し、郷
民、観光客〕 土の豊かな歴史文化を理解してもらえる場

を提供できた。
【今後の対応】
・今後も県内外からの観覧者に島根の歴史
文化の素晴らしさをわかりやすく伝える展覧
会の開催に努めるとともに、講座やイベント
の開催等をとおして幅広く情報発信を行う。
・古代出雲歴史博物館は開館して10年以上
が経過しており、常設展のより良い展示方
法等について検討を行う。

⑤石見銀山遺跡の保全管理と情報発信〔文化財課〕
【平成28年度の取組の概要】 【評価】
・伝統的建造物の保存修理や遺跡の修理・整備 ・石見銀山遺跡に関わる様々な伝統的建造
を行った。 物や遺跡の保存修理、整備に対する助成、
・石造物調査、文献調査、間歩調査などの基礎 助言等の支援を行った。
調査やテーマ研究を継続実施した。 ・調査研究の成果として、報告書６冊を刊行
・石見銀山遺跡の歴史的価値を県内外に紹介す した。
るための講座やシンポジウムを近畿圏等で３回 ・県内外の講座に、680人の参加者を集め、
開催した。 石見銀山の価値や魅力を情報発信すること
〔取組の対象：一般県民、観光客〕 ができた。

【今後の対応】
・石見銀山遺跡に関わる様々な伝統的建造
物や遺跡の保存修理、整備に対する助成、
助言等の支援を引き続き行う。
・石見銀山遺跡の調査研究について、体制を
見直した上で更に進める。
・登録10周年記念展をはじめ、その成果をわ
かりやすく国内外へ広く情報発信する取り
組みを行う。



- 59 -

【総合評価】

様々な取組みにより、県内外へ島根の歴史文化の持つ魅力をアピールすることがで
き、島根の歴史文化に対する興味・関心を高めることができた。
文化財を保存・継承していくための修理・整備については、今後も国及び市町村と

連携しながら着実に進めていく必要がある。
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４ 島根県総合教育審議会の主な意見（平成29年8月7日開催）

Ⅰ 教育目標「向かっていく学力」関連

１－（１）学力の育成
・「特徴的な動き」の「①県立高等学校入学者選抜制度改革」について、第２志望校制度を廃止したこ
とで、逆に生徒が主体的に学校の選択ができにくくなっているのではないかと危惧する。

１－（３）情報教育の推進
・子ども達のメディアの接触の時間が増えていく傾向にあるのではないかと危惧している。読書の時
間の減少、生活習慣の乱れ、家庭学習の時間の減少、遊ぶ時間がなくなり、体力面など、全てのこ
とは、このメディアとの接触の時間が増えることが影響をしていると思っている。
「ふるまい」は、県民の運動として広まり、根づいてきていると感じるが、メディアへの接触につ
いても、それくらい大きく全体で取り組んでいかないと歯どめはかからないのではないかなと思っ
ている。

１－（４）読書活動の推進
・読書活動の推進の一つとして、朝の読書とか読書タイムを、全校一斉に、あるいは学級一斉に実施
するというのはとても大きな効果があると思う。図書館に行かない、本にも手を伸ばさない、とい
った子どもにとって、時間が１０分でも１５分でもあると、読書への扉が開くのではないか。

・９歳くらいまでは、自分で字が読めても、本を読んで理解する、本の世界に浸たることはできない
と言われている。保護者は、もう字が読めるから自分で読みなさいという方が多いが、子どもは字
面を追っているだけで、理解できているわけではない。本が好きな子どもたちを育てていくために
は、本を読んで理解できるようになる時期まで、読み聞かせすることが重要ではないかと思ってい
る。

Ⅱ 教育目標「広がっていく社会力」関連

２－（２）コミュニケ－ション能力の育成
・言語活動については、読むこと、書くこと、聞くこと、話すこと、といった基礎的なものは大事で
あるが、その４つの力が備わった上で、それをコミュニケーションとしてどのように生かすのかと
いう施策をうっていただきたい。

Ⅳ 島根の教育目標を達成するための基盤

４－（２）特別支援教育の推進
・市町村立の小･中学校でインクルーシブ教育を進めていこうと思えば、医療的ケアを必要とすること
もあるし、状態によっては、院内学級という方法もある。医療的ケアを必要とする児童生徒が学習
しやすい環境を整備していくことが必要ではないか。

・「②幼稚園等と小学校の連携の強化」というところで、幼保小連携講座を毎年県で開催している。参
加した職員はとてもよかったと言っているが、小学校の参加が少ない。新しい教育要領、学習指導
要領でも、さらに幼、小のつなぎ、接続というのは大事になってくるところなので、ぜひ強く小学
校の参加もお願いしたいと思っている。


